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近
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革
命
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前
と
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【
要
約
】
　
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
も
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
貴
族
は
財
産
を
保
持
し
、
根
強
い
社
会
的
な
影
響
力
を
維
持
し
、
革
命
後
の
社
会
に

も
適
悠
能
力
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
貴
族
と
国
家
の
関
係
を
論
じ
た
。
そ
の
な

か
で
も
七
月
革
命
に
よ
る
貴
族
制
度
の
実
質
的
解
体
に
注
目
し
、
近
世
貴
族
制
の
特
徴
で
あ
る
「
公
式
の
エ
リ
ー
ト
」
と
し
て
の
貴
族
の
属
性
が
こ
れ
以

後
失
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
帝
政
と
復
古
王
政
の
「
新
嘱
エ
リ
ー
ト
」
の
融
合
政
策
は
旧
貴
族
内
部
で
進
ん
で
い
た
統
合
の
動
き
と
矛
盾
し
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
七
月
革
命
後
顕
著
と
な
る
「
偽
貴
族
」
現
象
を
貴
族
の
国
家
か
ら
の
自
立
と
の
関
連
で
論
ゼ
た
。
た
だ
し
、
名
門
、

あ
る
い
は
富
裕
な
貴
族
は
立
身
出
世
し
、
国
家
の
要
職
に
つ
く
こ
と
を
望
み
、
富
裕
で
な
い
貴
族
に
関
し
て
は
副
収
入
源
と
し
て
官
職
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
貴
族
の
近
代
国
家
へ
の
統
合
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
形
で
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
八
巻
四
号
　
一
九
九
五
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
八
○
年
代
以
降
、
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
貴
族
、
お
よ
び
貴
族
制
の
再
評
価
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
、

ア
ー
ノ
・
メ
イ
ヤ
の
『
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
持
続
－
一
八
四
八
年
か
ら
第
一
次
大
戦
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
（
一
九
八
一
年
）
の
著
書

の
仏
訳
の
出
版
、
ロ
ー
マ
で
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
（
八
五
年
）
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
D
・
ビ

ッ
グ
ズ
の
『
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
貴
族
』
の
刊
行
と
続
い
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
小
田
中
直
樹
氏
が
貴
族
に
た
い
す
る
関
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

示
し
、
簡
潔
な
研
究
史
の
整
理
も
さ
れ
、
実
証
面
で
も
す
で
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
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六
〇
年
代
以
降
の
名
望
家
研
究
の
な
か
で
、
と
く
に
地
方
に
お
い
て
貴
族
が
指
導
的
な
役
職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
貴
族
が
歴
史
研
究
の
直
接
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
に
は
　
「
方
法
論
的
と
閥
題
意
識
の
上
で
の
空
白
」

（
ブ
ル
ロ
）
が
要
因
と
し
て
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
解
釈
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
階

級
闘
争
は
終
止
符
を
打
ち
、
以
後
貴
族
は
消
滅
の
運
命
に
あ
る
少
数
派
の
扱
い
を
受
け
た
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
解
釈

を
批
判
し
、
エ
リ
ー
ト
革
命
説
を
唱
え
た
「
修
正
主
義
者
」
の
人
々
も
、
革
命
前
の
新
旧
エ
リ
ー
ト
の
融
合
が
一
九
世
紀
の
「
名
望
家
の
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ン
ス
」
を
準
備
し
た
と
考
え
た
た
め
に
、
革
命
後
の
貴
族
そ
の
も
の
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

　
近
年
の
貴
族
研
究
は
、
テ
ユ
デ
ス
ク
や
ド
マ
ー
ル
ら
、
こ
れ
ま
で
の
名
望
家
研
究
、
あ
る
い
は
エ
リ
ー
ト
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
人
々
に

よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
お
り
、
方
法
論
は
別
に
し
て
少
な
く
と
も
問
題
意
識
の
上
で
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て

貴
族
の
勢
力
の
強
固
な
残
存
、
革
命
後
の
近
代
化
を
め
ざ
す
社
会
へ
の
適
応
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
こ
の
適
応
能
力
の

評
価
と
他
の
社
会
集
団
と
く
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
：
（
と
く
に
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
）
と
の
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
貴
族
の
独
自
性
を
ど
う
と
ら
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
が
現
在
の
課
題
の
一
つ
と
な
り
、
方
法
論
的
な
反
省
が
迫
ら
れ
、
こ
の
な
か
で
ブ
ル
律
は
文
化
面
の
独
自
性
に
注
目
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
文
化
や
マ
ソ
タ
リ
テ
の
問
題
に
入
る
前
に
、
起
伏
に
富
ん
だ
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
史
の
な
か
で
貴
族
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と

い
う
基
本
的
な
問
題
で
未
解
明
な
面
が
依
然
と
し
て
多
い
。
こ
こ
で
は
代
表
例
と
し
て
、
貴
族
制
度
も
含
め
て
、
初
の
総
合
の
試
み
を
行
な
っ

た
ヒ
ッ
グ
ズ
の
、
「
新
旧
の
エ
リ
ー
ト
の
融
合
」
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
名
望
家
の
分
裂
が
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
。
実
際
に
は
ユ
ル
ト
ラ
巳
窪
㌣
δ
蜜
p
房
富
ω
、
あ
る
い

は
王
党
尊
上
自
由
派
、
七
月
革
命
後
は
正
統
王
朝
派
対
オ
ル
レ
ア
ン
派
と
い
う
政
治
対
立
は
、
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
対
立
と
完
全
に
で

は
な
い
が
、
相
当
部
分
重
な
り
な
が
ら
一
九
世
紀
末
ま
で
持
続
す
る
。
モ
ー
リ
ス
・
ア
ギ
ュ
ロ
ン
は
七
月
王
政
期
に
お
い
て
貴
族
の
サ
ロ
ン
と

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
セ
ル
ク
ル
と
い
う
社
交
上
の
対
立
を
立
証
し
、
さ
ら
に
政
治
釣
な
対
立
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
が
、
ヒ
ヅ
グ
ズ
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
の
問
題
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
に
、
国
家
と
貴
族
の
関
係
の
理
解
、
と
く
に
復
古
王
政
期
の
貴
族
制
度
の
と
ら
え
方
が
不
明
確
、
な
い
し
混
乱
し
て
い
る
。
復
古
王
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

期
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
す
で
に
実
証
的
な
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
、
国
家
に
よ
る
授
爵
制
度
と
貴

族
の
身
分
的
結
集
と
の
間
に
は
矛
盾
は
な
い
の
か
、
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
七
月
革
命
後
、
国
家
に
よ
る
貴
族
へ
の
規
調
が
実
質

的
に
消
滅
す
る
。
ヒ
ヅ
グ
ズ
自
身
も
貴
族
制
度
の
歴
史
に
お
け
る
七
月
革
命
の
重
要
性
を
否
定
は
し
て
い
な
い
が
、
七
月
革
命
後
も
貴
族
は
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

速
に
は
衰
退
せ
ず
、
「
偽
貴
族
」
の
増
加
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
社
会
的
な
需
要
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
主
張
の
力
点
が
あ
る
た
め
、
七

月
革
命
の
意
義
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
七
月
革
命
後
に
顕
著
と
な
る
「
偽
貴
族
現
象
」
も
新
し
い
視
点
で
見
な
お
す
必
要
が
あ
る
。

　
七
月
革
命
後
の
貴
族
の
近
代
国
家
へ
の
統
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
官
職
と
い
う
ア
ン
シ
ァ
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
以
来
貴
族
に
馴
染
み
の
深
い
職

業
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て
み
た
い
。
な
お
名
望
家
体
制
に
つ
い
て
テ
ユ
デ
ス
ク
は
、
地
方
の
名
望
家
の
力
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
公
職
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

わ
り
で
、
な
い
し
議
員
と
し
て
行
使
さ
れ
る
影
響
力
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
宮
職
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
闇
愚
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
さ
て
、
日
本
に
お
け
る
一
九
世
紀
の
貴
族
の
研
究
は
、
北
山
晴
一
氏
が
貴
族
の
文
化
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
以
外
は
、
小
田
中
民
の
論
文
ま

で
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
っ
た
。
小
田
中
氏
は
貴
族
の
実
力
を
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
、
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
よ
っ
て
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
原
理
の
対
立
を
強
調
し
、
七
月
革
命
後
は
「
一
部
貴
族
は
後
天
性
原
理
に
適
応
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
氏
の
論
文
の
メ
リ
ッ
ト
は
エ
リ
ー

ト
融
合
論
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、
ヒ
ヅ
グ
ズ
に
よ
っ
て
も
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
対
立
の
説
明
を
試
み
た
点
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
。
し
か
し
、
「
旧
貴
族
即
先
天
性
原
理
」
（
先
天
性
原
理
と
は
先
天
的
な
生
ま
れ
に
基
づ
く
秩
序
原
理
の
こ
と
）
と
い
う
規
定
を
み
る
と
、
そ
の
貴
族

観
は
研
究
史
の
う
え
で
は
や
や
古
く
、
貴
族
の
存
在
を
革
命
前
の
時
代
の
遺
制
と
と
ら
え
る
見
解
の
焼
直
し
の
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

そ
の
上
、
阿
河
雄
二
郎
氏
や
木
崎
喜
代
治
民
に
よ
っ
て
刷
新
さ
れ
た
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
貴
族
の
像
と
も
ず
れ
が
あ
る
。

　
ま
た
七
月
革
命
の
意
義
を
ヒ
ッ
グ
ズ
以
上
に
評
価
し
て
い
る
点
も
氏
の
議
論
の
メ
リ
ヅ
ト
で
あ
る
。
だ
が
、
先
天
性
原
理
が
貴
族
身
分
の
優

位
性
の
法
制
度
的
保
障
と
い
う
程
度
の
こ
と
な
ら
ぼ
、
あ
ら
た
ま
っ
た
用
語
を
作
り
出
す
必
要
は
な
い
。
他
方
、
身
分
制
以
上
の
意
味
を
有
す

る
な
ら
ば
、
七
月
王
政
も
名
望
家
体
制
で
あ
る
か
ぎ
り
、
先
天
性
原
理
の
払
拭
は
不
可
能
に
思
え
る
。
い
い
か
え
る
と
、
先
天
性
原
理
が
部
分

126　（614）・
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的
に
否
定
さ
れ
た
と
い
う
程
度
の
問
題
に
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
氏
の
立
論
の
枠
組
み
で
は
七
月
革
命
の
評
価
は
意
外
に
伝
統
的
で

あ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
そ
の
意
義
が
希
薄
化
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
フ
ラ
ン
ス
貴
族
と
国
家
の
関
係
に
関
し
て
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
に
、
ユ
ル
ト
ラ
な

い
し
反
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
あ
る
い
は
共
通
の
体
験
が
貴
族
集
団
の
、
す
く
な
く
と
も
重
要
部
分
の
統
合
を
進
め
、
こ
れ
が
身
分
的
結
集
を

促
し
た
が
、
そ
れ
が
逆
に
エ
リ
；
ト
内
部
の
対
立
を
激
化
さ
せ
、
七
月
革
命
以
前
の
国
家
に
よ
る
貴
族
制
度
そ
の
も
の
と
も
矛
盾
す
る
面
を
生

ん
で
い
た
。
第
二
に
、
七
月
革
命
後
と
く
に
顕
著
と
な
る
「
偽
貴
族
現
象
」
は
貴
族
に
対
す
る
社
会
の
需
要
だ
け
で
な
く
、
貴
族
集
団
の
国
家

か
ら
の
自
律
化
の
面
を
も
反
映
し
て
い
た
。
ま
た
旧
貴
族
を
含
め
、
貴
族
は
全
体
と
し
て
富
裕
で
あ
り
、
こ
れ
が
国
家
か
ら
の
一
定
の
自
律
を

可
能
に
し
た
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
し
か
し
な
が
ら
七
月
革
命
後
の
国
家
か
ら
の
自
律
は
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

貴
族
が
宮
職
貴
族
の
伝
統
を
維
持
し
、
国
家
へ
の
奉
仕
を
美
徳
と
す
る
観
念
を
保
ち
、
下
級
の
職
を
含
め
官
吏
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
現
象
は

従
来
言
わ
れ
て
い
た
以
上
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
を
通
じ
て
徐
々
に
近
代
国
家
へ
の
貴
族
の
統
合
が
す
す
ん
で
い
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
貴
族
の
「
官
吏
君
臨
。
昌
。
賦
。
目
震
冨
暮
δ
⇔
」
（
ブ
ル
ロ
）
が
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
日
本
で
は
、
一
九
世
紀
の
貴
族
に
関
す
る
概
説
的
な
知
識
も
十
分
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
研

究
成
果
の
一
端
も
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
く
に
ブ
ル
ロ
に
よ
る
フ
ラ
ン
シ
ュ
服
コ
ン
テ
地
方
に
お
け
る
貴
族
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
地
方
史
の
枠
内
で
は
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
本
格
的
な
一
九
世
紀
の
貴
族
の
歴
史
で
あ
り
、
方
法
論
的
に
も
注
差
す
べ
き
点
が
あ

る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
ロ
の
著
書
は
あ
く
ま
で
も
地
方
史
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ヒ
ッ
グ
ズ
や
ド
マ
ー
ル
ら
他
の
研
究
者
の
成

果
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
突
き
合
わ
せ
て
議
論
は
展
開
し
た
い
。

　
扱
う
時
期
は
、
概
ね
、
国
家
に
よ
る
叙
爵
が
消
滅
す
る
第
三
共
和
政
の
成
立
（
一
八
七
〇
年
）
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
間
の
貴
族
に
つ
い
て
は
、

法
制
度
的
な
変
更
は
の
ぞ
い
て
社
会
経
済
的
に
は
同
質
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
産
業
革
命
等
の
影
響
は
こ
こ
で
は
捨
象
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
議
会
の
最
右
翼
に
属
す
る
ユ
ル
ト
ラ
、
王
党
派
、
正
統
王
朝
派
は
登
場
す
る
時
期
が
違
う
だ
け
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
理
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に
対
す
る
反
対
と
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
と
の
親
近
性
を
特
徴
と
す
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
同
一
の
集
団
と
し
て
本
稿
で
は
扱
っ
て
い
る
。

な
お
、
同
族
婚
の
問
題
は
身
分
的
統
合
を
論
ず
る
際
に
は
欠
か
せ
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た

近
年
強
調
さ
れ
て
い
る
貴
族
の
文
化
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一
　
法
制
度
に
お
け
る
貴
族

19世紀フランスの貴族と近代国家（上垣）

　
（
一
）
　
功
績
と
出
生
の
未
分
化

　
こ
の
章
で
は
、
七
月
革
命
ま
で
の
貴
族
制
度
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
革
命
前
の
貴
族
制
度
に
お
け
る
旧
貴
族
と
功
績

主
義
と
の
関
連
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
近
世
の
貴
族
に
つ
い
て
は
そ
の
像
が
一
新
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
「
政

治
的
・
文
化
的
エ
リ
ー
ト
」
と
し
て
の
側
面
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
と
く
に
官
職
に
よ
る
自
動
的
な
授
爵
制
度
の
存
在
が
大
き
い
。
阿
河
氏

に
よ
れ
ば
、
王
権
は
「
国
王
の
恩
恵
」
「
貨
幣
」
「
知
識
」
の
三
つ
組
か
ら
な
る
新
し
い
価
値
意
識
に
基
づ
き
、
社
会
の
階
層
秩
序
を
再
群
成
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
近
世
の
貴
族
は
秩
序
化
、
序
列
化
が
系
統
的
に
行
な
わ
れ
、
こ
の
面
で
の
宮
廷
の
は
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
さ
れ
る
。

シ
ョ
ー
シ
ナ
ン
ー
ノ
ガ
レ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
貴
族
の
「
功
績
は
そ
の
家
系
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
祖
先
の
価
値
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
固
有
の
美
徳
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
」
。
要
す
る
に
、
貴
族
身
分
は
功
績
を
あ
げ
た
家
族
と
そ
の
子
孫
へ
の
報
償
で
あ
り
、
同
時
に
祖
先
の

功
績
が
子
孫
の
将
来
の
功
績
の
保
証
と
な
る
と
い
う
想
定
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
小
田
中
氏
の
「
先
天
性
原
理
対
後
天
性
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

理
」
と
い
う
二
分
法
は
家
系
と
功
績
の
分
離
と
い
う
長
期
に
わ
た
る
歴
史
的
な
過
程
を
踏
ま
え
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
貴
族
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
一
八
○
八
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
っ
て
貴
族
制
度
が
復
活
あ

る
い
は
創
設
さ
れ
た
。
税
制
上
や
身
分
的
特
権
は
復
活
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
九
世
紀
の
帝
政
の
貴
族
制
と
、
そ
の
後
の
復
古
王
政
の
貴
族

制
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
平
民
に
対
し
て
叙
爵
を
行
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
点
で
は
「
功
績
と
出
生
」
の
未
分
離
と
「
開
放
性
」
、
「
公
式
の
エ
リ

ー
ト
」
と
し
て
の
性
格
と
い
う
近
世
貴
族
制
の
伝
統
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
帝
政
期
に
つ
い
て
は
授
爵
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
旧
貴

族
が
二
二
・
五
％
、
五
八
％
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
一
九
・
五
％
が
民
衆
階
層
で
あ
っ
た
。
復
古
王
政
期
の
叙
爵
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ダ
ム
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

サ
ン
プ
リ
ン
グ
な
が
ら
、
全
体
の
五
六
％
が
革
命
前
の
平
民
で
あ
っ
た
。
全
体
の
叙
爵
の
数
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
数
千
の
規
模
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
近
世
貴
族
制
の
「
開
放
性
」
は
、
復
古
王
政
ま
で
は
受
け
継
が
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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た
だ
し
、
重
要
な
部
分
が
否
定
な
い
し
修
正
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
復
活
さ
せ
た
貴
族
制
に
よ
っ
て
授
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
れ
る
の
は
貴
族
身
分
で
は
な
く
、
爵
位
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
は
個
人
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
世
襲
さ
れ
る
た
め
に
は

「
貴
族
財
産
自
国
㎞
o
擁
鉾
」
（
爵
位
と
と
も
に
長
男
に
相
続
さ
れ
る
世
襲
財
産
）
の
設
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。
「
功
績
と
出
生
」
の
結
合
は
財
産
に
よ
っ

て
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
官
職
に
よ
る
自
動
的
な
授
爵
は
廃
止
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
次
の
復
古
王
政
も
政
策
に
変

わ
り
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
家
と
の
関
係
は
弛
緩
す
る
も
の
の
ま
だ
強
固
に
存
在
す
る
。
爵
位
を
授
与
す
る
の
は
国
家
奉
仕
で
あ
っ
て
、

原
則
と
し
て
は
皇
帝
の
好
意
や
恣
意
で
は
な
か
っ
た
。
大
公
嘆
ぎ
8
公
侯
豆
男
さ
ら
に
騎
士
。
げ
Φ
〈
巴
δ
N
の
爵
位
に
は
、
厳
密
な
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
が
持
ち
込
ま
れ
、
大
臣
に
は
伯
爵
の
爵
位
と
い
う
よ
う
に
、
官
職
の
高
さ
に
応
じ
て
授
与
さ
れ
る
爵
位
が
き
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
授
爵

者
を
職
業
別
に
み
れ
ば
、
軍
人
が
五
二
％
、
官
吏
が
二
二
％
、
名
望
家
が
一
七
％
、
そ
の
他
酔
巴
。
馨
ω
と
分
類
さ
れ
て
い
る
者
が
一
・
五
％
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

圧
倒
的
に
国
家
官
職
が
多
い
。

　
復
古
王
政
期
の
政
策
に
は
異
な
る
二
つ
の
観
念
、
す
な
わ
ち
近
世
以
来
の
観
念
と
帝
政
期
で
綱
度
化
さ
れ
た
観
念
が
共
存
し
て
い
た
。
憲
章

の
第
七
一
条
で
「
漏
貴
族
は
そ
の
爵
位
を
回
復
す
る
。
新
貴
族
は
爵
位
を
保
持
す
る
。
王
は
随
意
帥
く
。
一
9
幕
に
貴
族
を
つ
く
る
。
し
か
し

王
は
貴
族
に
位
階
と
名
誉
の
み
を
与
え
、
社
会
の
負
担
と
義
務
の
免
除
は
与
え
な
い
」
と
定
め
た
（
一
八
一
四
年
六
月
四
日
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

帝
政
に
よ
っ
て
爵
位
を
え
た
者
は
す
べ
て
爵
位
を
そ
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
復
古
王
政
は
爵
位
と
貴
族
身
分

口
。
σ
δ
。
。
ω
①
を
区
別
し
、
爵
位
は
一
世
代
に
一
人
し
か
栄
誉
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
貴
族
身
分
は
爵
位
を
得
て
い
る
者
と
そ
の
妻
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

子
、
そ
し
て
そ
の
子
孫
に
栄
誉
を
与
え
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
㈲
原
理
的
に
は
財
産
を
介
さ
な
い
「
功
績
と
出
生
」
の
結
合
と
い

う
観
念
が
復
活
し
た
。
㈲
他
方
、
　
一
八
一
七
年
八
月
二
五
日
目
第
一
の
王
令
は
、
前
提
と
し
て
「
貴
族
財
産
」
を
設
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
今

後
い
か
な
る
者
も
貴
族
院
に
呼
ば
れ
な
い
と
決
定
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
一
八
二
四
年
二
月
一
〇
日
の
王
令
の
第
一
条
は
、
今
後
与
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

爵
位
は
一
代
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
「
貴
族
財
産
」
を
設
定
し
て
初
め
て
世
襲
的
な
爵
位
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
「
貴
族
財
産
」
は
爵
位

の
高
さ
に
応
じ
て
厳
密
に
そ
の
額
が
決
め
ら
れ
た
点
も
帝
政
と
同
様
で
あ
り
、
「
功
績
と
出
生
」
の
結
合
を
財
産
に
よ
っ
て
担
保
す
る
と
い
う
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考
え
方
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
α

　
な
お
官
職
と
の
関
係
で
は
、
憲
章
に
「
王
は
随
意
に
》
〈
○
δ
暮
ひ
貴
族
を
つ
く
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
原
理
帥
な
結
び
つ
き
は
消
滅
し
、

こ
の
か
ぎ
り
で
国
家
と
の
関
係
も
帝
政
期
よ
り
も
弛
緩
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
受
爵
者
の
う
ち
、
四
〇
％
が
将
校
、
一
二
・
五
％
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

中
央
行
政
、
一
〇
・
六
％
が
地
方
行
政
と
、
国
家
に
奉
仕
す
る
者
の
比
率
が
非
常
に
高
く
、
官
職
貴
族
の
伝
統
は
保
持
さ
れ
て
い
た
。
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（
二
）
　
財
産
に
よ
る
貴
族
の
差
別
化

　
㈲
の
考
え
方
は
、
財
産
資
格
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴
族
内
部
に
差
別
化
を
も
ち
こ
む
も
の
で
あ
る
。
爵
位
の
世
襲
の
条
件
と
し
て

「
貴
族
財
産
」
の
設
定
を
求
め
た
一
八
二
四
年
前
法
律
の
場
合
は
第
一
義
的
に
は
、
「
貴
族
財
産
」
を
設
定
す
る
余
裕
の
あ
る
家
族
と
な
い
家

族
の
間
に
差
別
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
復
古
王
政
期
の
爵
位
の
な
か
で
は
男
爵
の
爵
位
が
必
要
と
さ
れ
る
「
貴
族
財
産
」
の
額
が
最
も
低
い
が
、

そ
れ
で
も
五
〇
〇
フ
ラ
ン
の
純
収
入
を
生
み
出
す
財
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
う
え
、
「
貴
族
財
産
」
設
定
申
請
者
は
最
低
そ
の
三
倍
の

最
低
一
万
五
千
フ
ラ
ン
の
純
収
入
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
時
代
は
少
し
下
る
が
、
一
八
三
一
年
に
お
け
る
直
接
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

納
入
額
（
サ
ン
ス
）
と
土
地
か
ら
あ
が
る
純
収
入
と
の
比
は
一
対
一
〇
か
一
対
五
程
度
で
あ
り
、
こ
れ
を
適
用
す
る
と
、
一
五
〇
〇
～
三
〇
〇
〇

フ
ラ
ン
の
直
接
税
の
納
税
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
貴
族
の
平
均
的
な
サ
ン
ス
の
額
を
考
え
る
と
（
三
章
参
照
）
、
お
そ
ら
く
貴
族
の
大
半
は

「
貴
族
財
産
」
を
設
定
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
以
前
に
、
一
八
一
五
年
以
降
貴
族
院
議
員
は
世
襲
と
な
っ
て
お
り
、
貴
族
内
部
に
別
の
特
権
集
団
を
す
で
に
作
り
出
し
て
い
た
。
こ
れ

に
煎
え
て
、
一
八
一
七
年
の
王
令
で
貴
族
院
議
員
に
要
求
さ
れ
た
「
貴
族
財
産
」
の
額
は
、
一
般
の
「
貴
族
財
産
」
よ
り
も
さ
ら
に
高
額
で
あ

り
、
大
多
数
の
貴
族
を
実
質
的
に
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
一
八
二
四
年
の
法
律
は
貴
族
の
家
の
な
か
で
の
、
長
男
と
次
三
男
の
差
別
を
法
調
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
ル
テ
ル
、
ミ
に
よ
る
と

一
八
二
四
年
の
法
律
制
定
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
一
八
一
七
年
八
月
二
五
日
の
別
の
王
令
は
、
貴
族
院
議
員
の
家
族
に
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限
っ
て
、
長
男
は
父
親
の
爵
位
よ
り
も
一
つ
下
の
爵
位
を
、
次
三
男
は
長
男
よ
り
も
さ
ら
に
下
位
の
爵
位
を
名
乗
る
（
こ
れ
を
「
デ
ク
レ
ヅ
レ
シ

エ
ン
ド
山
9
①
ω
8
巴
。
」
と
テ
ク
シ
エ
は
呼
ん
で
い
る
）
こ
と
を
許
可
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
王
公
を
誤
用
し
て
、
一
般
の
貴
族
の
間
で
も
貴
族
院
議

員
の
家
族
と
同
じ
よ
う
に
爵
位
を
名
乗
る
次
三
男
が
増
加
し
て
い
た
。
一
八
二
四
年
の
法
律
は
こ
う
し
た
爵
位
の
濫
用
に
歯
止
め
を
か
け
る
意

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

図
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
　
こ
の
「
デ
ク
レ
ヅ
シ
ェ
ン
ド
」
は
も
と
も
と
帝
政
が
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
帝
政
は
授
爵
を
行
な
っ
た
が
、
た
と
え
「
貴
族
財

産
」
が
設
定
さ
れ
て
も
そ
の
爵
位
を
帯
び
る
権
利
が
あ
っ
た
の
は
長
男
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
「
デ
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
」
を
導
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
、
家
族
の
帝
政
へ
の
忠
誠
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
。
ア
ン
シ
ァ
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
子

供
は
す
べ
て
貴
族
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
帝
政
貴
族
に
お
い
て
は
、
身
分
的
な
特
権
は
も
ち
ろ
ん
貴
族
身
分
の
認
定
も
復
活
し
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
長
男
と
そ
の
他
の
子
供
の
違
い
が
際
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
デ
ク
レ
ヅ
シ
瓢
ン
ド
」
は
、
貴
族
身
分
の
廃
止
の
代
償

と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
復
古
王
政
は
帝
政
よ
り
も
貴
族
の
次
三
男
の
爵
位
へ
の
要
求
に
は
厳
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
三
）
　
「
長
予
相
続
」
法
案

　
次
に
、
小
田
中
氏
に
よ
っ
て
復
古
王
政
が
「
先
天
性
原
理
」
に
立
脚
し
て
い
た
と
す
る
証
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
分
析
の
主
た
る
対
象

と
さ
れ
て
い
る
一
八
二
六
年
の
「
相
続
・
補
充
指
定
」
法
案
（
い
わ
ゆ
る
「
長
子
相
続
」
法
案
）
が
上
記
の
㈲
、
㈲
ど
ち
ら
の
観
念
に
そ
っ
た
政
策

な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
ユ
ル
ト
ラ
の
ヴ
ィ
レ
ー
ル
内
閣
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
法
案
は
直
接
に
は
貴
族
制
度
と
関
係
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
い
が
、
琉
に
よ
れ
ば
、
「
『
身
分
と
し
て
の
』
貴
族
の
一
層
の
安
定
を
図
っ
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
法
案
は
議
会
内
外
で
大
論
争
を
呼
ぶ
が
、
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
第
一
条
（
貴
族
院
で
結
局
否
決
さ
れ
る
）
は
小
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
「
地
租
納

税
額
三
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
の
者
の
遺
産
に
つ
い
て
は
、
死
亡
者
が
自
由
に
処
分
で
き
る
部
分
（
『
自
由
分
』
）
を
処
分
し
な
か
っ
た
揚
合
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
法
定
特
別
分
碧
曾
幸
田
一
粛
巴
』
の
名
称
の
も
と
に
長
男
子
が
相
続
す
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
地
租
を
三
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
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⑮

払
う
家
族
で
は
故
人
の
意
志
が
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
自
動
的
に
相
続
は
長
男
に
有
利
に
な
る
の
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
と
こ
ろ
で
、
地
租
三
〇
〇
フ
ラ
ン
の
額
は
当
時
の
国
政
選
挙
人
の
資
格
（
直
接
税
三
〇
〇
フ
ラ
ン
）
を
想
定
し
て
お
り
、
法
案
は
地
主
選
挙
人
を

だ
し
て
い
る
家
の
財
産
の
維
持
と
保
護
を
目
的
と
し
て
い
た
。
選
挙
人
の
資
格
は
貴
族
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
「
功
績
と
出
生
」
の

結
合
を
財
産
で
担
保
す
る
㈲
の
考
え
方
の
延
長
上
に
あ
る
発
想
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
貴
族
に
対
す
る
差

別
化
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
よ
り
問
題
な
の
は
、
次
三
男
に
は
き
わ
め
て
厳
し
い
法
案
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
均
分
相
続
の
原
則
が
貴
族
の
家
に
も
相
当
浸

透
し
て
い
た
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ソ
シ
ニ
ー
コ
ン
テ
で
は
、
均
分
梢
続
の
原
則
は
ど
ん
な
に
伝
統
的
な
家
族
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
、
ユ
ル
ト
ラ
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
パ
リ
の
貴
族
に
お
い
て
も
子
供
の
間
の
平
等
を
保
と
う
と
す
る
両
親
の
欲
求
が
認
め
ら
れ
、

長
男
に
有
利
な
財
産
分
与
を
す
る
た
め
に
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
「
自
由
分
」
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
シ
ョ
ワ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

i
ル
皿
プ
ラ
ス
ラ
ン
の
よ
う
な
大
貴
族
で
も
均
分
相
続
で
あ
っ
た
が
、
「
貴
族
財
産
」
の
設
定
件
数
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
の
は
こ
の
よ

う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヴ
ィ
レ
：
ル
の
「
長
子
相
続
法
案
」
は
こ
の
「
自
由
分
」
が
十
分
使
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ユ
ル
ト
ラ
の
政
治
的
な
主
張
と
貴
族
の
家
の
実
際
の
財
産
分
与
と
は
乖
離
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
項
の
終
わ
り
に
、
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
後
、
七
月
正
嘉
期
に
貴
族
の
法
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
見
て
お
こ
う
。
一
八
三

一
年
一
一
一
月
二
九
日
の
法
律
に
よ
っ
て
貴
族
院
の
世
襲
制
が
廃
止
さ
れ
、
一
八
三
五
年
五
月
一
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
新
た
な
「
貴
族
財
産
」

の
設
定
が
禁
止
さ
れ
、
す
で
に
存
在
す
る
「
貴
族
財
産
」
の
世
襲
に
つ
い
て
は
創
設
者
の
世
代
を
含
め
ず
に
二
代
ま
で
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

財
産
に
よ
っ
て
貴
族
の
内
部
を
差
甥
化
す
る
㈲
の
観
念
は
否
定
さ
れ
、
そ
の
後
も
復
活
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
「
貴
族
財
産
」
を
設
定
し
て
い

な
い
受
思
者
は
こ
の
一
八
三
五
年
五
月
一
三
日
の
法
律
以
前
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
爵
位
の
相
続
者
へ
の
相
続
は
王
の
認
可
が
必
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
に
死
亡
し
た
場
合
は
無
条
件
に
爵
位
が
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
一
八
三
七
年
一
〇
月
四
日
の
決
定
）
。
す
で
に
爵
位

の
詐
称
を
禁
止
し
た
刑
法
二
五
九
条
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
（
一
八
三
二
年
四
月
二
八
日
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
次
三
男
が
爵
位
を
帯
び
る
こ
と
に
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何
の
制
約
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
爵
位
詐
称
」
が
一
層
公
然
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
爵
位
の
相
続
へ
の
財
産
の
欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

約
の
消
滅
は
「
先
天
性
原
理
」
の
勝
利
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
公
式
の
エ
リ
ー
ト
」
と
し
て
の
貴
族
制
度
は
貴
族
内
部
に
差
別
化
を
持
ち
込
む
た
め
、
実
際
に
存
在
す
る
貴
族
、
と
く
に

旧
貴
族
の
問
に
は
矛
盾
、
軋
礫
を
生
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
七
月
革
命
後
は
叙
爵
は
な
お
も
続
く
も
の
の
、
そ
の
数
は
激
減
し
、
「
開
放
性
」

は
大
き
く
減
じ
る
。
ま
た
「
爵
位
詐
称
」
は
一
八
五
八
年
に
再
び
法
律
で
禁
止
さ
れ
る
が
、
厳
し
く
適
用
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
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①
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党
派
と
身
分

19世紀フランスの貴族と近代国家（上垣）

　
（
醐
）
　
新
旧
エ
リ
ー
ト
の
融
合
の
失
敗

　
た
だ
し
、
復
古
王
政
の
貴
族
制
度
と
旧
貴
族
と
の
間
の
緊
張
関
係
の
存
在
を
指
摘
し
て
も
、
こ
の
時
代
が
旧
貴
族
を
優
遇
し
、
貴
族
が
そ
の

身
分
的
優
位
性
を
誇
示
し
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
筆
者
は
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
貴
族
は
第
三
身
分
と
は
違
う
人
種
で
あ

る
と
い
う
議
論
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ソ
ロ
ジ
ェ
伯
の
著
書
（
一
八
一
四
年
）
の
な
か
で
再
び
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ギ
ゾ
ー
な

ど
反
政
府
派
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
ガ
リ
ア
の
民
族
解
放
闘
争
と
し
て
描
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
レ
ト
リ
ヅ
ク
の
レ
ベ
ル
で
は
、
貴
族
と
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
対
立
は
和
解
不
可
能
な
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
い
く
つ
か
の
高
位
官
職
に
お
け
る
貴
族
の
占
め
る
比
率
は
明
ら
か
に
高
す
ぎ
た
。
た
と
え
ば
、
復
古
王
政
期
に
任
命
さ
れ
た
知
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
う
ち
七
二
％
、
任
命
さ
れ
た
将
軍
の
う
ち
六
〇
％
が
旧
貴
族
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ヴ
ィ
レ
ー
ル
内
閣
（
一
八
一
ご
年
一
二
月
～
一
八
二
七
年
一

一
月
）
は
反
動
的
で
あ
っ
た
。
一
八
二
七
年
＝
月
、
ヴ
ィ
レ
ー
ル
は
大
司
教
五
名
を
含
む
七
六
名
の
保
守
的
な
人
物
を
貴
族
院
に
任
命
し
た
。

135　（623）



筆
者
は
こ
の
な
か
で
聖
職
者
を
除
い
て
旧
貴
族
を
六
四
名
（
九
〇
・
一
％
）
ま
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
G
・
K
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
最
新

の
研
究
に
よ
る
と
、
貴
族
院
は
創
設
（
一
八
｝
四
年
）
当
時
、
一
五
五
名
工
九
六
名
（
六
「
・
九
％
）
が
旧
貴
族
で
あ
っ
た
が
、
「
八
三
〇
年
に
は
資

格
を
も
つ
俗
人
家
族
三
七
〇
の
な
か
で
二
七
三
（
七
三
．
八
％
）
に
ま
で
増
加
し
た
。
他
の
時
期
の
大
量
増
員
に
つ
い
て
筆
者
は
未
検
討
で
あ
る

が
、
細
部
を
無
視
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
年
の
数
値
を
比
較
し
て
一
八
二
七
年
一
一
月
以
外
の
増
員
を
計
算
す
る
と
、
そ
の
数
は
一
四
四
名
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
ち
一
〇
八
が
旧
貴
族
（
七
五
％
）
と
な
り
、
一
八
二
七
年
一
一
月
の
増
員
が
と
く
に
旧
貴
族
に
偏
重
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
だ
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
旧
貴
族
イ
コ
ー
ル
反
動
と
考
え
た
り
、
ま
た
復
古
王
政
の
制
度
そ
の
も
の
が
旧
貴
族
を
特
別
に
優
遇
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
過
ち
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
。
筋
の
章
で
問
題
に
し
た
一
八
二
六
年
の
「
長
子
相
続
」
法
案
の
主
要
部
分
を
否
決
し
た

の
は
代
議
院
で
は
な
く
、
す
で
に
泪
貴
族
が
優
勢
で
あ
っ
た
貴
族
院
で
あ
っ
た
。
「
長
子
相
続
」
法
案
だ
け
で
は
な
い
。
　
一
八
二
四
年
か
ら
二

七
年
に
か
け
て
、
貴
族
院
は
ユ
ル
ト
ラ
の
攻
勢
を
中
和
す
る
役
割
を
果
た
し
、
反
動
的
な
立
法
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
拒
否
、
あ
る
い
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
④

効
力
を
奪
っ
て
い
る
。
一
八
】
四
年
の
憲
章
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
貴
族
院
は
こ
の
頃
ま
で
は
反
動
化
の
防
波
堤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
ヴ
ィ
レ
ー
ル
は
大
量
増
員
に
よ
っ
て
貴
族
院
の
党
派
構
成
を
変
え
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
第
一
義
的
に
問
題
な
の
は
、
貴
族
対
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
い
う
身
分
的
な
対
立
で
は
な
く
、
ユ
ル
ト
ラ
対
自
由
派
な
い
し
立
憲
派
と
い
う

政
治
的
対
立
な
の
で
あ
る
。
両
党
派
に
は
そ
れ
ぞ
れ
旧
貴
族
も
旧
平
民
も
存
在
し
て
い
る
。
同
時
に
、
一
八
三
〇
年
の
選
挙
で
与
党
王
党
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

議
員
の
過
半
数
が
旧
貴
族
で
あ
り
、
対
照
的
に
野
党
議
員
の
な
か
で
の
旧
貴
族
は
わ
ず
か
二
四
％
で
し
か
な
か
っ
、
た
よ
う
に
、
　
ユ
ル
ト
ラ
が

「
貴
族
の
党
派
」
と
し
て
の
外
観
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
「
亡
命
貴
族
の
一
〇
億
フ
ラ
ン
法
」
（
一
八
二
五
年
）
の
形
で

実
現
し
た
革
命
期
の
財
産
没
収
に
対
す
る
補
償
の
よ
う
に
旧
貴
族
だ
け
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
旧
貴
族
に
有
利
と
な
る
要

求
を
掲
げ
て
い
た
。
だ
が
筆
者
は
そ
れ
で
も
、
こ
の
反
動
の
推
進
主
体
は
政
治
党
派
で
あ
り
、
こ
の
党
派
が
王
党
派
、
あ
る
い
は
ユ
ル
ト
ラ
王

党
派
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
党
派
は
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
ブ
ル
ボ
ン
家
へ
の
忠
誠
が
党
の
結
集

軸
で
あ
っ
た
。
身
分
的
特
権
が
な
く
な
り
、
そ
れ
を
復
活
す
る
の
も
困
難
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
貴
族
は
王
の
情
実
に
頼
ら
ざ
る
を
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⑥

得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
王
権
の
政
策
に
反
対
し
、
全
国
三
部
会
の
開
催
を
要
求
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
最
初
の
き
っ
か
け

を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
一
八
世
紀
の
貴
族
反
動
と
の
最
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ま
た
党
派
対
立
と
貴
族
の
関
係
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
旧
貴
族
と
対
照
的
に
立
憲
派
、
自
由
派
の
代
議
士
に
帝
政
貴
族
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

新
旧
貴
族
の
溝
は
容
易
に
は
埋
ま
ら
な
か
っ
た
。
テ
ユ
ラ
ー
ル
に
よ
る
と
、
旧
貴
族
の
わ
ず
か
二
〇
％
が
帝
政
に
加
担
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ナ

ポ
レ
オ
ン
は
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
宮
廷
を
大
改
造
し
て
、
新
旧
エ
リ
ー
ト
の
融
合
を
図
っ
た
が
、
彼
の
創
始
し
た
貴
族
制
同
様
必
ず
し
も
成
功
し

　
　
　
⑧

な
か
っ
た
。

　
復
古
王
政
期
に
な
っ
て
も
事
態
が
好
転
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
の
時
期
に
旧
貴
族
の
家
族
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
授
爵
さ
れ
た
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
の
間
の
融
合
が
生
み
出
さ
れ
た
と
説
く
ヒ
ッ
グ
ズ
の
主
張
は
現
実
に
合
致
し
な
い
。
貴
族
院
で
の
政
治
的
バ
ラ
ン
ス
を
ヴ
ィ
レ
ー
ル
が
破
壊

し
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
。
復
古
王
政
の
宮
廷
は
も
っ
ぱ
ら
旧
貴
族
が
独
占
し
、
と
く
に
か
つ
て
の
宮
廷
貴
族
が
多
か
っ
た
。
一
八
二
〇
年
に

は
帝
政
期
の
名
士
を
入
れ
る
な
ど
の
改
革
も
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
努
力
は
そ
の
後
、
ま
れ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る

と
、
一
八
三
〇
年
の
段
階
で
は
宮
廷
貴
族
で
か
つ
貴
族
院
議
員
で
あ
っ
た
約
虚
名
の
う
ち
、
七
九
％
が
革
命
お
よ
び
帝
政
に
加
担
し
て
い
な
か

っ
た
旧
貴
族
で
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
亡
命
貴
族
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
三
〇
年
ま
で
の
問
で
革
命
お
よ
び
帝
政

に
加
担
し
な
か
っ
た
貴
族
院
議
員
の
家
族
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
百
を
超
え
る
婚
姻
の
サ
ン
プ
ル
の
な
か
で
、
七
五
％
が
同
じ
集
団
の
家
族
の
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ソ
バ
ー
と
の
婚
姻
で
あ
っ
た
。

　
（
二
）
　
旧
貴
族
内
部
の
統
合
の
進
展

　
同
時
に
注
目
す
べ
き
新
し
い
現
象
が
生
ま
れ
て
い
た
。
貴
族
院
議
員
の
家
族
の
な
か
で
宮
廷
貴
族
と
地
方
貴
族
で
の
婚
姻
の
比
率
が
革
命
前

の
＝
一
％
か
ら
革
命
後
（
一
七
八
九
～
一
八
三
〇
）
の
二
一
％
に
倍
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
の
大
義
へ
の
地
方
貴
族
の
貢
献
が
評
価
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ン
デ
の
英
雄
ロ
シ
ュ
ジ
ャ
ク
ラ
ン
園
o
o
げ
Φ
智
。
ρ
自
①
富
ぎ
の
弟
が
名
門
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貴
族
の
デ
ュ
ラ
ス
∪
霞
霧
家
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
。
し
か
も
革
命
お
よ
び
帝
政
に
加
担
し
な
か
っ
た
家
は
革
命
を
支
持
し
て
顕
著
な
役
割

を
果
た
し
た
家
と
の
婚
姻
は
好
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
革
命
お
よ
び
帝
政
に
加
担
し
な
か
っ
た
貴
族
院
議
員
の
家
族
と
か
つ
て
の
平
民
の
家
族
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
結
婚
は
非
常
に
稀
で
、
一
五
〇
の
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
、
六
例
し
か
な
か
っ
た
。
他
方
、
宮
廷
官
吏
へ
の
地
方
貴
族
の
進
出
も
め
ざ
ま
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
八
三
〇
年
に
は
四
三
％
に
達
し
た
。
宮
廷
と
地
方
と
の
隔
た
り
は
、
一
七
八
九
年
以
前
よ
り
も
こ
う
し
て
狭
ま
っ
て
い
た
。

　
旧
貴
族
の
問
で
の
統
合
の
進
展
を
フ
ラ
ン
シ
ュ
翻
コ
ン
テ
の
事
例
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
ブ
ル
ロ
に
よ
れ
ば
、
地
方
の
名
家
は
城
館
で
の
生

活
と
名
誉
な
ど
の
観
念
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
貴
族
生
活
の
理
想
像
を
地
方
の
中
小
貴
族
に
示
し
た
。
こ
の
な
か
で
「
名
誉
」
は
、
反
革
命
活

動
と
結
び
つ
く
戦
士
と
し
て
の
活
動
、
さ
ら
に
は
亡
命
軍
や
反
革
命
活
動
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
戦
闘
的
な
王
党
主
義
の
誇
示
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
の
名
家
同
士
は
騎
士
道
的
と
も
い
え
る
「
身
分
の
文
化
」
の
共
有
に
よ
っ
て
革
命
前
よ
り
も
絆
を
深
め
て
い
く

が
、
こ
う
し
た
理
想
は
地
方
の
中
小
貴
族
に
と
っ
て
も
接
近
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
地
方
の
旧
貴
族
全
体
に
広
が

っ
て
い
っ
た
。
旧
貴
族
の
な
か
で
も
最
も
新
し
い
貴
族
も
、
一
つ
に
は
時
間
の
経
過
が
味
方
し
て
、
他
方
で
は
ア
カ
デ
ミ
ー
や
サ
ロ
ン
へ
の
出

入
り
、
職
業
軍
人
の
道
の
選
択
、
あ
る
い
は
反
策
命
の
側
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
旧
貴
族
の
な
か
に
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
八
一
四
年
の
王
政
復
古
の
時
に
は
こ
の
地
方
の
旧
貴
族
は
統
一
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
城
館
で
の
生
活
を
の

ぞ
け
ば
、
貴
族
生
活
の
理
想
を
構
成
す
る
要
素
は
な
ん
ら
か
の
形
で
王
党
派
と
し
て
の
活
動
あ
る
い
は
王
党
主
義
の
信
奉
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
他
の
地
方
の
研
究
が
ま
だ
進
ん
で
は
い
な
い
の
で
、
確
定
的
な
こ
と
は
い
い
が
た
い
が
、
中
小
貴
族
あ
る
い
は
歴
史
の
な
い
貴
族
に
と
っ
て
、

貴
族
文
化
な
い
し
は
王
党
主
義
の
共
有
が
大
貴
族
と
の
差
異
を
少
な
く
す
る
効
果
を
も
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ユ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ト
ラ
の
支
持
基
盤
が
地
方
の
中
小
貴
族
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
共
有
、
王
党
主
義
の
信
奉
は
旧
貴
族
以
外
の
者
に
は
貴
族
と
認
め
ら
れ
る
有
力
な
手
段
と
も
な
っ
た
。
一
般
に
貴
族
状
あ

る
い
は
授
爵
状
を
国
家
に
申
請
す
る
こ
と
自
体
が
体
制
に
対
す
る
加
担
を
意
味
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
ー
コ
ン
テ
で
は
復
古
王
政
に
よ
っ
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⑮

て
貴
族
に
叙
さ
れ
た
平
民
二
二
名
の
す
べ
て
が
ユ
ル
ト
ラ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
王
党
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
新
た
に
貴
族
を
創
り
だ
す
こ

と
に
も
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
旧
貴
族
内
部
の
統
合
の
進
展
は
財
産
に
よ
る
貴
族
の
差
別
化
と
い
う
帝
政
以
来
の
政
策
と
は
矛
盾
し
て
い
た
。
す
で
に
記
し
た
よ

う
に
、
こ
の
政
策
は
七
月
革
命
後
廃
止
さ
れ
る
。
同
時
に
授
爵
数
そ
の
も
の
も
激
減
し
、
制
度
と
し
て
の
貴
族
制
は
そ
の
内
実
の
大
部
分
を
失

っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
旧
貴
族
の
名
門
の
多
数
派
は
七
月
革
命
後
、
チ
ュ
イ
ル
リ
宮
に
伺
候
し
な
く
な
り
、
「
宮
廷
社
会
」
も
実
質
的
に
消
滅

す
る
。
マ
ル
タ
ン
ー
フ
ジ
エ
に
よ
れ
ば
、
正
統
王
朝
派
貴
族
が
多
く
住
む
パ
リ
の
サ
ソ
ー
ジ
ェ
ル
マ
ソ
街
の
社
交
界
は
体
制
か
ら
距
離
を
お
き
、

国
家
の
制
度
か
ら
自
立
す
る
。
社
交
界
は
中
心
を
失
い
、
い
く
つ
か
の
独
立
し
た
セ
ン
タ
ー
の
害
せ
集
ま
り
と
化
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

交
界
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
動
向
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
一
種
の
「
民
主
化
」
を
経
験
す
る
。
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
伺
候
す
る
宮
廷
貴
族

の
伝
統
に
最
後
の
…
撃
を
加
え
た
の
は
、
王
党
派
で
あ
り
、
旧
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
先
天
性
原
理
」
云
々
よ
り
も
、
「
公
式
の
エ

リ
ー
ト
」
と
し
て
の
貴
族
制
と
、
さ
ら
に
は
宮
廷
と
い
う
近
世
君
主
政
国
家
の
重
要
な
構
成
要
素
の
消
滅
に
、
七
月
革
命
の
意
義
を
求
め
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

①
目
轟
窪
≦
。
σ
9
．
魑
、
．
Z
o
ω
碧
。
①
霞
。
6
。
冨
ω
σ
q
餌
三
〇
冨
、
、
㌧
ぎ
さ
、
酋
ミ
馬
．

　
℃
ミ
ミ
β
O
ミ
腎
ミ
馬
㌧
ξ
ミ
O
§
忌
義
爵
や
一
㊤
譲
b
℃
や
ト
。
や
①
．

②
　
冥
一
9
6
冨
ω
田
。
冨
a
ω
§
㌧
§
馬
、
§
閥
S
、
瞳
爵
亀
。
蓉
畑
O
o
略
恥
嵐
。
。
賦
よ
題
9

　
0
騨
ヨ
警
建
σ
q
o
、
一
ま
9
喝
．
H
δ
“
》
．
U
き
昌
帥
民
い
《
宏
0
9
窃
器
①
酔
零
h
ω
8
鑓
籠
。

　
窪
閃
『
塁
8
き
×
囲
×
Φ
ω
譲
9
⑦
y
ぎ
ま
ミ
霧
恥
携
ミ
ミ
。
‘
ワ
旨
「

③
§
象
ミ
尋
ミ
b
ミ
§
ミ
鳶
＆
鳴
ミ
9
§
、
き
§
、
ぎ
麸
賦
勘
馬
亀
ミ
ミ
馬
§
、
o

　
、
ミ
浄
馬
ミ
ミ
奪
M
愚
ミ
忍
■
評
知
」
◎
。
“
。
”
暫
益
。
】
o
σ
団
智
鑓
窃
鍛
．
謎
。
’
奉
帥
Φ
ご

　
じ
σ
。
三
。
『
α
。
ω
窪
三
σ
q
ξ
噂
§
．
“
㌣
℃
や
。
。
Φ
禽
〉
琶
。
話
。
戸
§
．
ミ
計
唱
℃
」
頓
㌣

　
一
一
．
な
お
旧
費
族
の
家
を
確
認
す
る
た
め
に
は
以
下
を
主
に
参
照
し
た
。
男
。
㊦

ω
日
肖
三
脚
ω
ゴ
。
＝
g
や
血
。
ω
。
冨
く
ヨ
。
㌧
豊
ミ
。
§
§
§
§
ミ
鳶
。
ミ
§
馬
、
ミ
㍗

　
精
ミ
黎
℃
9
二
ω
噛
一
ゆ
謡
…
菊
£
圃
ω
＜
銑
簿
8
”
6
ミ
ミ
£
ミ
§
寒
9
さ
ミ
塁
鷲
誉
9
㍗

　
禽
房
3
℃
霞
β
冨
Q
◎
9
｝
鶏
躍
↓
昌
冨
a
（
G
o
O
q
む
ロ
　
一
9
　

【一

黶
w
．
　
〔
一
〇
）
吻
b
鳶
犠
ミ
ミ
§
凡
詫

　
ξ
o
罵
§
、
勺
鍵
一
。
。
口
り
。
。
㊤
・
こ
の
う
ち
前
の
二
つ
は
現
在
存
続
し
て
い
る
貴
族
を

　
主
と
し
て
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
一
八
二
七
年
に
つ
い
て
の
筆
者
の
調

　
べ
は
完
全
で
は
な
い
。
　
一
八
一
五
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
百
日
天
下
に
加
担
し
た
た

　
め
、
そ
の
直
後
除
名
さ
れ
、
そ
の
後
も
復
職
し
な
か
っ
た
議
員
も
若
干
な
が
ら
存

　
在
し
て
い
て
お
り
、
ま
た
事
忌
は
不
開
だ
が
一
　
度
に
わ
た
っ
て
指
名
を
受
け
て
い

　
る
場
合
も
あ
る
。

④
　
≧
己
零
。
。
o
詳
。
》
亀
計
娼
．
一
α
こ
し
d
醇
試
巽
二
Φ
ω
僧
門
く
貫
昌
ざ
。
》
臨
、
こ
で
．
ω
○
。
メ

⑤
楚
　
・
c
づ
、
ζ
コ
①
。
ぎ
、
ミ
§
卜
魂
㌦
ミ
ミ
ミ
恥
嵩
O
？
嵐
艶
禽
墨
§
噛
ミ
～
ミ
ミ
、
竃
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ミ
無
。
§
b
3
巴
（
。
一
ざ
む
凝
覧
℃
」
鴫
。
。
畢

⑥
　
た
と
え
ば
、
ル
イ
一
八
世
は
軍
隊
内
の
昇
進
と
採
用
に
あ
た
り
、
王
の
大
権
を

　
濫
用
し
、
恣
意
的
な
人
事
を
行
な
っ
て
い
た
。
一
八
一
八
年
の
グ
ヴ
ィ
ヨ
ソ
昨
サ

　
ン
阻
シ
ー
ル
Ω
o
鵡
く
δ
昌
－
ω
鉱
↑
O
覧
法
の
成
立
に
よ
っ
て
、
将
狡
へ
の
昇
進
条
件

　
等
が
定
め
ら
れ
、
王
の
任
命
権
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
法
律
に
は
な

　
お
王
の
恣
意
が
働
く
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ル
イ
一
八
世
は
被
庇
護
者
に
有
利

　
に
な
る
よ
う
に
様
々
な
術
策
を
め
ぐ
ら
し
た
。
≦
一
簸
騨
ヨ
ω
卑
き
騨
ジ
《
い
脚
訂
？

　
三
①
ω
m
。
α
雪
ユ
、
p
§
＄
ず
き
鼠
器
y
ぎ
ぎ
ミ
§
跨
鴨
ミ
。
‘
℃
も
』
q
7
卜
。
．

⑦
　
一
八
三
〇
年
の
代
議
士
選
挙
で
の
当
選
者
で
は
差
は
縮
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、

　
そ
れ
ま
で
の
選
挙
で
は
、
左
翼
の
な
か
で
の
帝
政
貴
族
で
革
命
前
は
平
民
で
あ
っ

　
た
者
（
以
下
、
「
帝
政
の
新
貴
族
」
と
略
）
の
議
員
全
体
の
中
で
の
比
率
は
右
翼

　
や
極
右
に
お
け
る
比
率
の
二
倍
か
ら
三
倍
に
な
っ
て
い
る
。
目
日
■
切
・
し
⇔
o
o
ぎ
§
・

　
織
馬
‘
喝
や
電
や
◎
α
．

⑧
月
巳
霞
0
≧
起
。
ミ
。
タ
℃
℃
」
O
。
。
ム
勤
Ω
曜
空
凱
質
℃
乙
き
ω
。
一
b
§
恥
9
簡
ミ
馬
ミ

　
物
謡
》
§
嵩
。
。
？
M
。
。
8
℃
O
ρ
旨
σ
「
ε
σ
q
①
レ
リ
。
。
G
。
い
℃
や
○
。
一
幽
．

⑨
O
h
ρ
穴
畠
》
a
。
湊
曾
吻
唇
歯
。
冨
9
＄
．

⑩
き
ミ
こ
唱
」
①
b
。
凸
下
思
雪
器
r
§
．
ミ
■
℃
響
．
中
学
。
。
・

⑪
》
議
①
誘
。
望
§
3
唱
」
①
b
。
壷

⑫
㌶
貸
諺
⑦
♂
号
。
鼠
計
や
δ
《

⑬
じ
コ
『
9
0
計
§
■
ミ
‘
戸
鮮
碧
噛
。
。
『
占
b
。
。
。
．

⑭
中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
』
上
巻
未
来
社
一
九
七
五
年
四
四
頁
。

⑯
し
ロ
お
§
㌧
愚
．
9
曳
け
」
り
℃
」
。
。
①
．

⑯
蜜
霞
け
貯
的
昌
①
さ
§
¶
ミ
．
㌧
憲
噂
G
。
8
ム
幽
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三
　
社
会
の
な
か
の
貴
族

　
（
隅
）
　
「
偽
貴
族
」
現
象

　
し
か
し
、
七
月
革
命
後
、
貴
族
制
度
が
実
質
的
に
崩
壊
し
た
と
し
て
も
、
貴
族
が
急
に
没
落
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
貴
族
は
「
社
会
的
な
現

①実
」
で
あ
り
、
高
級
官
僚
と
し
て
行
政
に
、
あ
る
い
は
地
方
名
望
家
と
し
て
地
域
社
会
に
影
響
力
を
維
持
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
貴
族
の
社
会
的
需
要
は
な
く
な
り
は
し
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
「
爵
位
詐
称
」
へ
の
法
的
な
禁
止
が
な
く
な

っ
た
た
め
、
「
偽
貴
族
」
の
輩
出
を
容
易
に
し
た
。
第
二
帝
政
に
な
っ
て
一
八
五
八
年
に
は
刑
法
二
五
九
条
が
再
改
正
さ
れ
、
「
爵
位
詐
称
」

が
再
び
禁
止
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
当
局
も
こ
の
法
律
を
厳
格
に
実
施
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
苗
字
の
前
に
小
辞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

畠
。
を
つ
け
て
貴
族
を
装
う
こ
と
が
一
九
世
紀
に
は
大
流
行
し
た
。
こ
の
た
め
貴
族
に
関
し
て
は
法
的
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
況
が
現
出
し
、
「
本

物
の
貴
族
」
と
「
偽
貴
族
」
と
の
境
界
が
曖
昧
と
な
り
、
少
な
く
と
も
法
律
上
は
あ
ま
り
意
味
が
な
く
な
る
。
七
月
革
命
以
前
な
ら
ば
貴
族
に
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関
す
る
法
制
度
に
照
ら
し
た
貴
族
の
定
義
だ
け
で
す
ま
す
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
が
、
七
月
革
命
以
後
に
も
同
じ
定
義
の
仕
方
を
及
ぼ
す
こ
と

は
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

　
ブ
ル
ロ
は
、
「
真
の
貴
族
」
で
は
な
い
が
、
社
会
的
に
貴
族
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
を
「
外
見
の
貴
族
昌
。
露
Φ
ω
ω
①
α
、
ρ
℃
℃
霧
Φ
蓉
。
」
と
呼
ん

で
い
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ソ
シ
ュ
琵
コ
ン
テ
地
方
で
は
六
四
家
族
と
復
古
王
政
で
新
た
に
貴
族
と
な
っ
た
家
（
二
二
）
よ
り
も
多
い
。
「
偽
貴
族
」

と
い
う
表
現
は
一
八
三
〇
年
以
降
の
制
度
史
の
偏
狭
で
時
代
遅
れ
の
概
念
に
す
ぎ
ず
、
「
カ
ー
ス
ト
に
な
ろ
う
と
す
る
真
の
貴
族
」
の
意
図
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

表
し
、
暗
黙
の
う
ち
に
纂
奪
を
非
難
す
る
も
の
だ
と
ブ
ル
ロ
は
批
判
し
、
「
外
見
の
貴
族
」
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
項
で
は
、
一
九
世
紀
、
と
く
に
七
月
革
命
後
の
貴
族
と
は
何
か
を
考
え
る
た
め
に
、
「
偽
貴
族
」
あ
る
い
は
「
外
見
の
貴
族
」

を
ふ
く
む
貴
族
の
定
義
を
ふ
た
通
り
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
ω
　
第
一
の
考
え
方
は
、
ビ
ッ
グ
ズ
が
そ
の
著
書
の
な
か
で
採
用
し
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
貴
族
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
全
体
を
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

族
と
み
な
す
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
「
自
称
貴
族
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
普
通
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ネ
ー
ム
の
前
に
小
辞
の
畠
①
が
あ
る
こ
と
で
判

断
さ
れ
る
。
「
偽
貴
族
」
現
象
の
た
め
に
真
正
の
貴
族
だ
け
を
取
り
出
す
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
研
究
者
が
し
ぼ
し
ぼ
便
宜
的
に
用
い
て
い
る

定
義
で
も
あ
る
。

　
②
　
第
二
は
、
「
自
称
貴
族
」
に
社
会
的
な
評
価
に
よ
る
裏
付
け
を
求
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
ω
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
に
お
い
て
、

地
域
住
民
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
場
合
と
、
α
D
貴
族
集
団
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
で
典
型
的
な
ケ
ー
ス
は

サ
ン
ー
ジ
ェ
ル
マ
ン
街
に
住
む
旧
貴
族
を
中
心
と
す
る
社
交
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
二
二
年
に
正
式
に
ル
イ

一
八
世
に
よ
っ
て
授
爵
さ
れ
た
ロ
ワ
図
。
団
伯
爵
は
サ
ソ
肌
ジ
ェ
ル
マ
ン
街
の
目
に
は
「
平
民
」
と
映
っ
た
。
こ
の
場
合
は
、
自
律
的
な
貴
族

集
団
が
国
家
の
認
定
を
拒
否
し
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
第
二
帝
政
期
に
揖
ー
マ
教
皇
の
質
権
を
守
る
た
め
に
戦
い
、
そ
の
武
勲
に
よ
っ
て
教
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
り
授
爵
さ
れ
た
教
皇
護
衛
隊
員
N
o
轟
く
Φ
ω
℃
o
簿
巳
。
窪
×
を
旧
貴
族
は
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
定
義
の
ど
ち
ら
の
嶽
う
が
よ
り
的
を
得
て
い
る
か
、
と
い
う
糊
題
に
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
両
方
と
も
妥
当
な
定
義
で
あ
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る
と
し
か
、
研
究
の
現
状
で
は
い
い
よ
う
が
な
い
。
た
だ
二
つ
目
の
定
義
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
偽
貴
族
」
が
増
え
る
こ
と
は
旧
貴

族
に
と
っ
て
必
ず
し
も
不
利
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
旧
貴
族
や
正
統
王
朝
派
貴
族
自
身
が
、
こ
の
「
偽
貴
族
」
現
象
に
加
勢
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
前
章
で

述
べ
た
、
爵
位
貴
族
の
次
三
男
に
よ
る
爵
位
の
詐
称
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ま
た
正
統
王
朝
派
は
小
辞
の
α
Φ
を
用
い
、
か
つ
濫
用
し
た
。
偽

貴
族
の
一
部
に
と
り
、
正
統
王
朝
派
で
あ
る
こ
と
は
貴
族
で
あ
る
こ
と
の
保
証
で
あ
っ
た
。
　
た
と
え
ば
、
ダ
ル
ラ
ン
ク
ー
ル
∪
錠
一
宣
。
o
口
辱

は
α
、
》
目
ぎ
。
o
謹
ぴ
と
名
を
変
え
、
子
爵
を
名
乗
っ
た
が
、
復
古
王
政
下
、
ユ
ル
ト
ラ
派
の
小
説
を
書
き
、
さ
ら
に
七
月
革
命
後
は
体
制
に
敵

対
的
な
著
述
で
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト
だ
と
い
う
評
判
を
高
め
た
。
フ
ラ
ン
シ
ュ
ー
コ
ン
テ
で
も
、
ド
フ
ィ
ネ
地
方
で
も
正
統
主
義
の
信
奉
は
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

族
と
し
て
の
認
知
を
有
利
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
旧
貴
族
や
正
統
王
朝
派
貴
族
は
、
自
ら
新
た
に
貴
族
を
創
出
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
貴
族
潮
度
の
実
質
崩
壊
と

「
偽
貴
族
」
現
象
は
、
「
貴
族
認
定
」
の
権
限
を
彼
ら
が
行
使
で
き
る
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
か
え
っ
て
有
利
に

作
用
し
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）
　
名
望
家
体
制
の
な
か
で
の
貴
族
の
富

　
貴
族
の
国
家
か
ら
の
一
定
の
自
立
を
保
障
し
た
の
は
そ
の
富
で
あ
っ
た
。
次
に
財
産
か
ら
み
た
名
望
家
層
の
な
か
で
の
「
自
称
貴
族
」
あ
る

い
は
「
外
見
の
貴
族
」
を
含
む
貴
族
の
位
置
を
検
討
し
よ
う
。
「
自
称
貴
族
」
あ
る
い
は
「
外
見
の
貴
族
」
を
含
め
て
考
え
る
の
は
、
利
用
で

き
る
既
存
の
研
究
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
自
称
貴
族
」
あ
る
い
は
「
外
見
の
貴
族
」
を
含
め
て
い
る
た
め
だ
が
、
ま
た
、
こ
の
章
が
「
社

会
的
現
実
」
と
し
て
の
貴
族
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
制
限
選
挙
王
政
期
（
一
八
一
四
～
四
八
）
の
時
期
の
財
産
評
価
は
国
政
選
挙
権
の
資
格
に
必
要
な
サ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
直
接
税
の
額
に
よ
っ
て

推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
テ
ユ
デ
ス
ク
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
〇
年
に
お
い
て
、
五
千
フ
ラ
ン
以
上
の
サ
ン
ス
を
払
う
高
額
納
税
者
は
全
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鼠
で
五
一
二
名
お
り
、
そ
の
う
ち
、
二
三
八
名
が
貴
族
で
あ
り
、
他
に
七
八
名
が
名
前
に
小
辞
の
伽
①
が
つ
い
て
い
て
、
両
者
で
全
体
の
六
一

％
に
な
っ
た
。
表
1
は
一
連
の
研
究
に
示
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
な
か
で
の
貴
族
の
比
率
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
貴
族
は
地
方
に
お
い
て
も
全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
も
、
一
千
フ
ラ
ン
以
上
の
納
税
者
の
二
割
か
ら
三
割
以
上
を
占
め
、
ま
た
フ
ラ
ン
シ
ュ

ー
コ
ン
テ
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
県
、
ア
リ
エ
県
な
ど
の
数
値
か
ら
サ
ン
ス
の
額
が
上
が
る
に
つ
れ
て
貴
族
の
比
率
が
上
が

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ト
ー
マ
ス
・
ペ
ッ
ク
は
七
月
王
政
下
の
サ
ソ
ス
の
額
に
よ
る
地
方
社
会
の
階
層
モ
デ
ル
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ト
ヅ
プ
に
二
千

フ
ラ
ン
の
サ
ン
ス
を
払
う
爵
位
貴
族
が
来
て
、
そ
の
や
や
下
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
最
上
層
と
し
て
鉄
工
場
主
な
ど
が
位
置
す
る
。
そ
し
て
次
に

一
千
フ
ラ
ン
の
ラ
ン
ク
に
爵
位
の
な
い
名
前
に
総
数
約
一
万
一
千
人
の
小
辞
の
α
Φ
の
あ
る
貴
族
が
、
そ
の
下
の
百
フ
ラ
ン
か
ら
一
千
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
間
に
は
伝
統
的
に
貴
族
と
結
び
つ
き
の
深
い
職
業
と
、
卸
売
り
商
人
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
階
層
序
列
は
表
1
と
も
矛
盾
し
て
い
な
い
。
パ

リ
の
相
続
財
産
の
研
究
を
行
な
っ
た
ド
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
も
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
、
そ
の
平
均
額
が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て

そ
の
格
差
は
縮
ま
っ
て
は
い
る
が
、
高
級
官
吏
、
貿
易
商
・
工
業
家
、
地
主
の
ど
の
職
業
集
団
の
平
均
よ
り
も
貴
族
（
爵
位
貴
族
と
「
真
の
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

族
」
の
み
）
の
相
続
額
の
平
均
は
上
回
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
ほ
コ
ン
テ
地
方
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
県
、
ウ
ー
ル
県
に
お
い
て
、
百

フ
ラ
ン
刻
み
の
区
分
で
は
、
二
〇
〇
～
三
〇
〇
フ
ラ
ン
の
区
分
が
最
多
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
絶
対
数
は
名
望
家
の
な
か
で
も
貧
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

層
に
よ
り
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
貴
族
を
財
産
の
額
で
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
、
貴
族
の
な
か
で
の
旧
貴
族
の
位
置
を
み
て
み
よ
う
（
表
2
参
照
）
。
先
程
と
同
じ
く
テ
ユ
デ
ス
ク
に
よ
る
と
、
一
八
四
〇
年
に
お
い
て
、

全
国
で
は
サ
ン
ス
の
額
が
一
万
フ
ラ
ン
以
上
の
納
税
者
が
五
八
名
お
り
、
貴
族
は
三
九
名
で
、
う
ち
三
三
が
旧
貴
族
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
起
源
の

爵
位
を
含
む
）
で
あ
っ
た
。
三
三
人
の
貴
族
の
家
門
の
貴
族
取
得
の
時
期
は
『
フ
ラ
ン
ス
貴
族
辞
典
』
（
以
下
『
貴
族
辞
典
』
と
略
す
）
な
ど
に
よ
る

と
、
最
低
三
一
名
が
一
七
世
紀
ま
で
に
は
貴
族
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
、
古
い
家
柄
で
あ
り
、
多
く
が
宮
廷
貴
族
で
、
ほ
と
ん
ど
が
一
九
七

七
年
に
お
い
て
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
世
紀
に
新
た
に
貴
族
と
な
っ
た
家
（
以
下
コ
九
世
紀
の
新
貴
族
」
と
略
）
の
者
は
わ
ず
か
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■

六
人
で
し
か
な
い
。
ま
た
旧
貴
族
の
な
か
で
、
帝
政
に
加
担
し
て
い
る
の
が
明
白
な
家
門
は
二
四
（
七
三
％
）
で
あ
る
。
最
も
富
裕
な
貴
族
の
帝

政
へ
の
加
担
の
比
率
は
旧
貴
族
一
般
よ
り
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
帝
政
に
加
担
し
な
か
っ
た
大
貴
族
の
一
定
数
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。

前
の
章
の
議
論
に
戻
る
が
、
「
新
旧
エ
リ
ー
ト
の
融
合
」
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
貴
族
は
視
野
に
入
っ
て
こ
な
く
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
貴
族
に
な
っ
た
時
期
の
古
さ
と
財
産
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
ブ
ル
ロ
に
よ
る
研
究
が
参
照
で
き
る
。
フ
ラ
γ
シ
ュ
旺
コ
ン
テ
地

方
で
は
、
　
一
八
四
七
年
の
段
階
で
サ
ソ
ス
の
額
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
、
貴
族
の
な
か
で
も
「
太
古
か
ら
の
貴
族
」
鵠
。
ぴ
冨
ω
ω
Φ
諦
ヨ
ヨ
ひ
日
。
ユ
巴
①

や
一
七
八
九
年
に
お
い
て
百
年
の
歴
史
を
誇
る
家
系
の
比
率
が
高
く
な
り
、
一
九
世
紀
の
新
貴
族
を
含
め
最
近
授
爵
さ
れ
た
貴
族
の
比
率
が
さ
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か
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地
方
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は
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の
県
で
の
上
位
揚
名
か
の
貴
族
の
高
額
納
税
老
の
氏
名
を
記
し
て

い
る
。
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を
先
程
と
同
じ
よ
う
に
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族
辞
典
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旧
貴
族
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別
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高
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納
税
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の
貴
族
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な
か
で
旧
貴
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半
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家
柄
の
比
率
が
半
分
程
度
を
し
め
る
例
も
あ
り
、
他
方
一
九
世
紀
の
新
貴
族
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
納
税
額
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
、
貴
族
、
と
く
に
家
柄
の
古
い
旧
貴
族
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
く
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
て
お
き
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た
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。
ま
た
一
九
世
紀
の
新
貴
族
が
た
と
え
富
裕
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
旧
貴
族
と
比
べ
よ
り
富
裕
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
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旧
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族
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の
財
産
の
比
較
を
せ
ず
に
、
一
九
世
紀
に
世
襲
の
爵
位
を
得
た
新
貴
族
は
「
富
裕
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
平

民
の
な
か
で
は
「
富
裕
」
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
我
々
は
旧
貴
族
の
財
産
の
大
き
さ
と
時
代
へ
の
適
撃
力
に
も
っ
と
留
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
選
挙
人
全
体
の
な
か
で
は
貴
族
は
全
国
的
に
一
割
に
も
満
た
な
い
少
数
派
で
あ
り
、
他
の
社
会
集
団
と
何
ら
か
の
提
携
関
係
を
築
か

な
け
れ
ば
貴
族
が
大
き
な
政
治
勢
力
に
な
り
え
な
い
こ
と
、
貴
族
個
人
を
と
っ
て
み
て
も
代
議
院
選
挙
で
当
選
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
地
方

で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
選
挙
人
の
支
持
が
必
要
な
こ
と
も
わ
か
る
。
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フナソシュ＝コンテ地方の費旅の財産と古さ（1846－48年：サソスの額による）

古さ

［】太古の貴族

麟1789年における百年貴族

闘18世紀の新貴族

羅！9世紀の新貴族

團外見の貴族

諺他の地方出身，あるいは不詳
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四
　
　
「
真
の
貴
族
」
と
官
職

150　（638）

　
（
一
）
　
「
真
の
貴
族
」
の
数

　
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
貴
族
の
な
か
で
も
旧
貴
族
の
重
要
性
が
確
認
さ
れ
た
。
次
に
、
旧
貴
族
、
帝
政
の
新
貴
族
、
復
古
王
政
の
新
貴
族
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
門
の
数
と
消
長
を
問
題
に
し
て
み
よ
う
。
こ
の
章
で
は
旧
貴
族
と
一
九
世
紀
に
叙
爵
さ
れ
た
貴
族
を
仮
に
「
真
の
貴
族
」
と
呼

び
、
そ
れ
以
外
の
「
偽
貴
族
」
等
の
貴
族
は
一
定
の
基
準
を
設
け
て
数
を
計
る
こ
と
は
函
難
な
の
で
、
検
討
か
ら
外
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
真
の
貴
族
」
の
基
準
が
実
は
一
定
し
て
い
な
い
。
と
く
に
旧
貴
族
が
問
題
で
あ
る
。
「
真
の
貴
族
」
の
基
準
に
つ
い
て
は
少
な

く
と
も
三
つ
の
考
え
方
が
存
在
す
る
。
う
ち
二
つ
は
貴
族
で
あ
る
正
統
性
の
淵
源
を
公
権
力
に
求
め
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
㈹
貴
族
状
な
ど

の
公
文
書
に
限
定
す
る
考
え
方
と
、
㈹
旧
貴
族
に
関
し
て
は
カ
ピ
タ
シ
オ
ソ
の
納
税
台
帳
へ
の
記
載
者
か
あ
る
い
は
、
　
一
七
八
九
年
の
三
部

会
の
代
議
員
選
出
の
た
め
の
貴
族
身
分
の
集
会
へ
の
出
席
者
に
も
広
げ
る
考
え
方
に
分
か
れ
る
。
㈹
の
立
場
に
は
現
在
の
貴
族
相
互
扶
助
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

》
ω
ω
o
o
江
口
。
建
国
、
①
昌
窪
鉱
α
Φ
α
o
誉
け
。
露
Φ
ω
器
h
H
き
わ
鉱
器
や
『
貴
族
辞
典
』
を
編
纂
し
た
サ
ン
紐
シ
モ
ン
、
セ
ル
ヴ
ィ
ル
が
、
後
者
に
は
シ

ョ
ー
シ
ナ
ン
ー
ノ
ガ
レ
な
ど
革
命
前
後
を
研
究
す
る
歴
史
家
が
入
る
。
さ
ら
に
、
㈲
一
九
世
紀
に
数
多
く
出
版
さ
れ
る
地
方
の
貴
族
名
鑑
へ
の

記
載
を
根
拠
に
す
る
場
合
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
貴
族
名
鑑
自
体
が
「
貴
族
」
へ
の
社
会
的
需
要
を
背
景
に
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
三
章
の
②
の
定
義
に
分
類
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
そ
の
定
義
が
明
確
な
㈹
あ
る
い
は
㈲
に
基
づ
い
て
、
一
九
世
紀
に
存
在
し
た
「
真
の
貴
族
」
の
数
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
残
念
な
が
ら

一
九
世
紀
に
つ
い
て
の
現
代
の
歴
史
家
に
よ
る
研
究
は
な
い
。
ヒ
ヅ
グ
ズ
も
一
九
世
紀
の
貴
族
の
数
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
接
近
の
方
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
の
貴
族
の
数
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、

論
拠
が
最
も
明
確
な
の
は
二
五
〇
〇
〇
家
族
と
す
る
シ
ョ
ー
シ
ナ
ン
雅
ノ
ガ
レ
の
説
で
あ
り
、
人
口
は
そ
の
数
を
四
・
五
倍
し
た
一
一
～
二
万

　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
と
い
う
之
と
に
な
る
。
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他
方
、
一
九
世
紀
に
授
爵
さ
れ
た
旧
平
民
家
族
を
含
め
、
正
式
の
公
文
書
で
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
現
存
す
る
家
の
数
は
『
フ
ラ

ン
ス
貴
族
辞
典
』
に
よ
る
と
約
四
千
（
　
九
七
五
年
）
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
貴
族
相
互
扶
助
協
会
の
評
価
と
も
合
致
し
て
い
る
し
、
時
期
は
遡

る
が
一
九
薫
六
年
の
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ヅ
ク
の
調
査
（
約
四
千
）
と
も
符
合
す
る
。
な
お
貴
族
人
口
に
つ
い
て
は
相
互
扶
助
協
会
は
約
四
万
人
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

テ
ク
シ
エ
も
最
大
五
万
人
と
し
て
い
る
。

　
『
貴
族
辞
典
』
に
よ
る
と
、
一
九
〇
〇
年
に
は
貴
族
の
家
族
は
五
〇
三
三
を
か
ぞ
え
、
そ
の
後
七
五
年
間
に
九
七
六
の
家
が
断
絶
し
て
い
る
。

断
絶
し
た
家
系
の
内
訳
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
七
七
年
に
出
た
補
巻
で
の
追
加
分
と
訂
正
分
を
含
め
て
筆
者
が
辞
典
を
調
べ
た
と
こ

ろ
、
一
九
〇
〇
年
に
は
四
四
〇
〇
を
超
え
る
漏
貴
族
の
家
系
が
存
在
し
て
い
た
。
お
な
じ
よ
う
に
し
て
、
一
九
〇
〇
年
の
時
点
で
存
在
し
て
い

た
一
九
世
紀
に
新
た
に
貴
族
と
な
っ
た
者
は
約
七
九
〇
、
う
ち
帝
政
新
貴
族
が
約
三
五
〇
、
復
古
王
政
の
新
貴
族
が
約
三
六
〇
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
貴
族
の
主
体
は
眠
貴
族
で
あ
る
。
テ
ユ
ラ
ー
ル
は
帝
政
貴
族
が
旧
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
吸
収
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
一
九
世
紀
の
新
貴
族
全
体
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
貴
族
家
門
の
存
続
率
を
見
て
み
よ
う
。
同
じ
貯
旨
罠
。
と
い
う
単
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
　
シ
ョ
ー
シ
ナ
ン
睦
ノ
ガ
レ
の
言
う
家
族
は

一
家
族
を
四
・
五
人
と
計
算
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
世
帯
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
貴
族
辞
典
』
は
記
載
の
仕
方

か
ら
明
ら
か
に
家
門
昌
。
露
、
あ
る
い
は
系
族
蔚
舞
α
q
①
を
指
し
て
い
る
た
め
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
一
七
八
九
年
の
時
点
で

の
家
門
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
分
家
の
家
門
を
含
め
て
一
万
七
千
と
い
う
ヴ
ァ
レ
ヅ
ト
の
数
字
を
代
用
す
る
。
三
部
会
代
議
員
選
出
の
た
め
の

貴
族
集
会
出
席
老
と
、
こ
の
史
料
が
欠
け
て
い
る
地
方
に
つ
い
て
は
地
方
の
貴
族
名
鑑
を
も
と
に
推
定
し
て
お
り
、
シ
ョ
：
シ
ナ
ソ
且
ノ
ガ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
貴
族
と
考
え
て
い
る
集
団
と
か
な
り
近
い
集
団
を
さ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
貴
族
辞
典
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
分
家
の
家
名
を
ヴ
ァ
レ

ッ
ト
の
著
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
家
名
と
照
合
す
る
と
、
一
九
〇
〇
年
時
点
で
存
続
し
て
い
る
家
門
は
多
め
に
見
積
も
っ
て
約
四
七
〇
〇
と
な

り
、
瞬
貴
族
の
家
門
の
存
続
率
は
二
七
・
六
％
と
な
る
。
他
方
、
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
帝
政
に
創
設
さ
れ
た
新
貴
族
を
＝
二
五
と
、
復
古
王
政
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
新
貴
族
を
＝
一
三
三
と
し
、
ブ
ル
ロ
が
復
古
王
政
期
の
新
貴
族
を
七
五
三
と
し
て
い
る
。
存
続
率
は
帝
政
新
貴
族
A
二
八
」
八
％
、
復
古
王

i51 （639）



政
の
新
貴
族
、
二
九
・
二
％
あ
る
い
は
四
七
・
八
％
と
な
る
。
年
平
均
の
家
の
減
少
率
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
七
八
九
年
、
一
八
一
四
年
、
一
八
三

〇
年
を
起
点
と
し
、
つ
ぎ
の
式
に
代
入
す
る
と
、

　
　
年
平
均
減
少
率
：
x
　
存
続
率
：
a
　
経
過
し
た
年
数
：
b
　
×
1
1
｛
一
㌧
く
酬
｝
×
一
〇
〇
（
寧
）

　
旧
貴
族
は
一
・
一
五
％
、
帝
政
新
貴
族
は
一
・
四
四
％
、
復
古
王
政
の
新
貴
族
は
一
・
七
四
％
あ
る
い
は
一
・
〇
五
％
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

テ
ク
シ
エ
は
ア
ン
シ
昨
、
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
年
平
均
断
絶
率
を
○
・
九
五
％
と
み
な
し
て
い
る
。
『
貴
族
辞
典
』
に
よ
る
と
一
九
〇
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
の
家
門
の
断
絶
率
は
一
九
・
三
九
％
で
あ
り
、
年
平
均
に
な
お
す
と
○
・
二
九
％
と
な
る
。
こ
の
数
字
だ
け
見
る

と
、
ど
の
種
類
の
貴
族
に
関
し
て
も
、
一
九
世
紀
は
減
少
率
の
高
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
旧
貴
族
の
家
門
の
減
少
に
は

一
九
世
紀
の
貴
族
と
は
異
な
る
事
情
が
あ
る
。
第
一
に
定
義
の
閥
題
が
あ
る
。
㈹
は
㈹
よ
り
も
貴
族
の
資
格
が
よ
り
厳
し
い
。
第
二
に
、
革
命

期
の
処
刑
、
亡
命
等
の
、
影
響
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
嘱
貴
族
の
家
系
は
一
九
世
紀
の
新
貴
族
よ
り
も
実

際
の
存
続
率
は
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
富
裕
な
大
貴
族
の
な
か
で
の
旧
貴
族
の
占
め
る
比
率
の
高
さ
と
矛

盾
し
て
い
な
い
。

152　（640）

　
（
二
）
　
貴
族
家
門
の
減
少
　
　
フ
ラ
ン
シ
ュ
ー
ー
コ
ン
テ
の
例
一

　
貴
族
の
家
門
の
減
少
原
因
の
う
ち
近
年
と
く
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
貧
困
化
に
よ
る
身
分
集
団
か
ら
の
脱
落
よ
り
も
家
の
断
絶
と
い
う
人

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

口
学
的
な
要
因
で
あ
る
。
復
古
王
政
の
新
貴
族
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
復
古
王
政
期
の
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
帝
政
貴
族
の
う
ち
、
元

平
民
の
家
族
の
三
分
の
一
は
、
独
身
と
子
供
の
い
な
い
比
率
が
高
か
っ
た
た
め
、
初
代
で
断
絶
し
て
お
り
、
こ
の
人
口
学
的
な
要
因
は
説
得
力

　
　
⑨

が
あ
る
。

　
旧
貴
族
の
減
少
原
因
の
検
討
を
可
能
に
す
る
全
国
規
模
の
研
究
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
ー
コ
ン
テ

に
つ
い
て
の
ブ
ル
ロ
の
実
証
的
な
研
究
は
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
地
方
の
貴
族
家
族
は
一
七
八
九
年
に
お
い
て
四
七
一
で
あ
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つ
た
が
、
一
八
一
四
年
に
は
三
八
二
に
減
少
し
て
お
り
、
一
八
・
九
％
の
消
失
率
で
あ
り
、
年
平
均
に
す
る
と
○
・
八
七
％
と
な
る
。
さ
ら
に

一
八
一
四
年
か
ら
一
八
七
〇
年
に
か
け
て
は
、
九
二
家
、
旧
貴
族
の
二
四
・
八
％
が
断
絶
し
た
。
年
平
均
断
絶
率
は
○
・
五
一
％
で
あ
る
。
革

命
期
か
ら
帝
政
期
に
か
け
て
の
消
失
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
ブ
ル
ロ
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
自
然
死
に
よ
る
断
絶
は
六
〇
家
族
に
の
ぼ

り
、
そ
の
他
の
原
因
で
は
革
命
期
の
処
刑
が
七
、
戦
死
が
三
、
亡
命
し
た
後
帰
国
し
て
い
な
い
家
族
が
九
で
あ
り
、
革
命
期
と
帝
政
期
に
よ
る

迫
害
そ
の
他
で
消
滅
し
た
貴
族
の
数
は
意
外
と
少
な
く
、
窮
乏
化
に
よ
る
消
滅
も
主
た
る
原
因
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
旧

貴
族
の
な
か
で
も
最
も
古
い
「
太
古
か
ら
の
貴
族
」
の
存
続
率
が
「
百
年
貴
族
」
や
そ
れ
よ
り
も
新
し
い
貴
族
よ
り
高
く
、
し
か
も
八
九
家
族

と
け
っ
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
反
対
に
帝
政
の
新
貴
族
の
断
絶
率
は
独
身
、
晩
婚
な
ど
の
理
由
で
き
わ
め
て
高
く
、
お
よ
そ
八
○
数
年
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
八
割
近
い
家
が
消
失
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
八
一
四
年
か
ら
七
〇
年
ま
で
の
断
絶
率
で
一
九
〇
〇
年
ま
で
推
移
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
革
命
前
に
フ
ラ
ン
シ
ュ
二
二
ソ
テ

に
い
た
旧
貴
族
の
う
ち
、
一
九
〇
〇
年
に
断
絶
せ
ず
に
存
続
し
て
い
る
家
門
は
二
四
九
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
一
七
八
九
年
を
起
点

と
す
る
減
少
率
は
四
七
・
二
％
と
な
る
。
し
か
し
『
貴
族
辞
典
』
で
み
る
と
こ
の
地
方
出
身
の
貴
族
の
家
門
は
分
家
を
合
わ
せ
て
も
多
め
に
見

積
も
っ
て
＝
二
〇
程
度
し
か
お
ら
ず
、
減
少
率
は
七
〇
％
を
上
回
る
（
こ
れ
は
全
体
の
減
少
率
と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇

％
強
の
差
（
数
字
に
し
て
百
以
上
）
が
で
て
く
る
。
こ
の
三
〇
年
間
で
貧
困
化
に
よ
る
脱
落
が
急
増
し
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
、
こ
れ
は
主
に

定
義
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
ー
コ
ン
テ
の
事
例
は
、
減
少
の
大
半
が
家
の
断
絶
と
い
う
人
口
学
的
な
変
化
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
同
時
に
、

二
〇
世
紀
に
入
り
、
貴
族
の
定
義
が
狭
く
な
り
、
無
視
で
き
な
い
数
の
旧
貴
族
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、

貴
族
相
互
援
助
協
会
の
会
員
資
格
や
『
貴
族
辞
典
』
で
の
貴
族
の
資
格
に
は
帝
政
貴
族
を
含
め
、
一
九
世
紀
の
正
式
の
公
文
書
を
持
つ
新
貴
族

も
旧
貴
族
と
並
ん
で
認
め
ら
れ
、
新
旧
貴
族
の
融
合
の
兆
候
が
認
め
ら
れ
る
。
世
紀
転
換
期
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ソ
師
に
よ
る
一
九
世
紀
の
受
爵
貴
族

の
調
査
は
そ
の
別
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
は
「
真
の
貴
族
」
の
資
格
と
し
て
正
式
の
公
文
書
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
別
の
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形
で
貴
族
の
峻
別
が
行
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
前
で
あ
れ
、
革
命
後
で
あ
れ
、
国
家
に
よ
る
認
定
こ
そ
が
貴
族
で
あ
る

あ
か
し
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
限
り
で
旧
貴
族
の
子
孫
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
国
家
に
統
合
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
官
職
へ
の
志
向

　
以
上
の
よ
う
に
、
七
月
革
命
後
、
国
家
か
ら
自
立
独
立
し
た
は
ず
の
貴
族
は
こ
〇
世
紀
に
入
る
と
再
び
国
家
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
て
い
く
。

も
っ
と
も
貴
族
制
度
は
実
質
的
に
崩
壊
し
て
も
、
貴
族
と
国
家
と
の
関
係
が
断
た
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
議
員
と
な
っ
て
国
政

に
参
与
し
て
い
る
者
も
い
る
。
し
か
し
議
員
は
所
属
す
る
党
派
の
問
題
な
ど
が
あ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
そ
の
か
わ

り
、
本
稿
で
は
議
員
の
職
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
貴
族
と
関
係
の
あ
る
官
職
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
近
世
の
官
職
貴
族
の
伝
統
は

近
代
国
家
に
な
っ
て
も
、
と
く
に
七
月
革
命
以
後
も
持
続
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
外
交
官
や
参
謀
本
部
付
将
校
、
国
務
院
、
知
事
な
ど
な
ど
特
定
の
高
級
官
職
に
つ
い
て
は
一
八
三
〇
年
後
、
と
く
に
第
二
帝
政
で
も
貴
族
の

シ
ェ
ア
が
高
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
と
っ
て
も
、
革
命
前
や
七
月
革
命
前
よ
り
は
そ
の
シ
ェ
ア
が
低
下
し
て
い
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、
官
職
貴
族
の
伝
統
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ー
ト
研
究
で
は
な
く
、
貴
族
を

対
象
と
し
て
い
る
本
稿
で
は
高
位
官
職
の
な
か
で
の
貴
族
の
占
め
る
地
位
で
は
な
く
、
貴
族
の
職
業
の
な
か
で
の
官
職
の
占
め
る
位
置
を
問
題

　
　
　
⑪

に
し
た
い
。

　
ペ
ッ
ク
に
よ
る
と
七
月
王
政
期
の
貴
族
選
挙
入
の
職
業
で
は
、
地
主
が
七
五
％
で
あ
り
、
官
職
は
官
僚
と
軍
人
（
中
央
、
地
方
の
官
僚
あ
わ
せ

て
、
退
役
軍
人
を
含
む
、
墾
職
者
や
議
員
は
含
ま
れ
ず
）
を
あ
わ
せ
て
も
一
八
％
で
し
か
な
い
。
た
し
か
に
選
挙
人
全
体
（
八
％
）
の
二
倍
以
上
あ
り
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
選
挙
人
に
比
べ
て
、
官
職
へ
の
志
向
が
強
い
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
多
く
の
貴
族
は
官
職
か
ら
の
収
入
は
な
か
っ
た
よ

　
　
　
　
　
⑫

う
に
も
見
え
る
。

　
他
方
、
ビ
ッ
グ
ズ
は
自
分
の
資
産
に
基
づ
い
て
「
貴
族
財
産
」
を
設
定
し
た
貴
族
二
一
八
人
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
復
古
王
政
期
の
貴
族
の
職



業
を
分
類
し
て
い
る
（
表
3
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
宮
職
（
中
央
、
地
方
行
政
、
司
法
、
軍
隊
、
政
府
、
裁
判
所
の
合
計
、
聖
職
者
と
代
議
士
は
含
ま
れ
て
い
な

い
）
は
七
八
・
九
％
と
な
る
。
第
二
帝
政
期
に
つ
い
て
は
、
官
職
が
七
四
・
五
％
と
い
う
同
時
代
の
史
料
に
基
づ
く
数
字
と
、
一
九
世
紀
の
受

爵
貴
族
か
ら
ビ
ッ
グ
ズ
が
抽
出
し
た
二
一
三
名
の
サ
ン
プ
ル
か
ら
の
八
四
・
六
％
と
い
う
数
字
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
の
な
か
で
少

な
く
と
も
「
費
族
財
産
」
を
設
定
し
た
貴
族
に
つ
い

ユ9匿紀フランスの貴族と近代国家（上垣）

て
の
数
字
は
貴
族
の
な
か
で
も
と
く
に
富
裕
な
層
に

関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
地
方
の
郵
便
局
長
や
、

電
信
局
長
に
も
貴
族
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て

お
り
、
官
職
志
向
は
広
範
な
貴
族
に
及
ぶ
傾
向
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑬

つ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
復
古
王
政
期

と
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
官
職
の
比
率
の
高
さ
は
目

を
ひ
く
。
官
職
貴
族
の
伝
統
は
七
月
革
命
後
衰
え
た

も
の
の
、
第
二
帝
政
期
に
再
び
蘇
っ
た
か
の
ご
と
く

で
あ
る
。

　
同
時
に
そ
れ
に
し
て
も
、
七
月
王
政
期
に
つ
い
て

ペ
ッ
ク
の
挙
げ
た
数
字
と
の
格
差
も
気
に
か
か
る
。

だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
シ
ュ
紅
コ
ン
テ

の
事
例
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ロ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
地
方
の
貴
族
の
七
月
革
命
直
後
に
生
じ
た

辞
職
は
、
た
し
か
に
軍
隊
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、

表3　自己申告された貴族の職業，1816－1870
　　　　（Higgs，　oメ）．　cit．，　p．123；table　8　より）

1854－70年。

数 9
0

1866年b

数 90

復古ヨ三政a

数 9
0

業職

篇
【
器
卯
鎗
鴇
鴨
”
槻
蛇
「
腿

　
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
　
0
0

16

@
　
5
4
3
3
4
1
7
7
9

8
　
1
　
9
　
　
　
　
1

器
一
卿
麗
舗
α
3
π
侃
　
篇
q
　
“

　
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
1

16

5
㎜
㎜
6
8
囎
6
0
　
コ
6
四
3

娼
U
器
玲
硲
玲
ω
3
9
騒
印
α
3
”

　
　
　
1
　
　
　
　
1
　
　
4

15

S
8
4
2
2
4
4
2
価
盟
1
2
2
0
1
2
5

農　業

都市／農村労働者

商工業

中央行政

地方行政

司　法

軍　隊

政　府

裁判所

自由業

聖職者

代議±

その他

総 数 3s2　1 660　1 213　1

Higgsによる註
a

b

c

「貴族財産」の設定を申請した218名の貴族に関するデータ。職業は

過去のものを含み，複数の職業をあげている場合もある。
Antoine　Bachelin－Deflorenne，　Etat　Prgsent　de　la　noblesse　franFaise，

contenant　le　dictionnaire　de　la　noblesse　conteinPoraine．．．1866，　Paris，

1866．

19世紀の受爵貴族に関するレヴェラソ師の著書から採取された213名

のサンプル（このなかでの旧貴族の比率についてはヒッグズは明らか
にしていない。）
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貧
乏
な
貴
族
や
士
官
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
若
い
将
校
を
除
い
て
全
般
的
で
あ
っ
た
が
、
息
子
が
家
の
忠
告
を
無
視
し
て
勤
務
を
続
け
る
例
は

い
く
つ
も
あ
り
、
多
く
の
者
に
と
り
、
辞
職
は
し
ば
し
ば
退
職
の
先
取
り
で
あ
っ
て
、
次
の
世
代
は
第
二
共
和
政
あ
る
い
は
第
二
帝
政
の
も
と

で
将
校
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
、
選
挙
人
の
リ
ス
ト
は
官
吏
の
職
業
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
人
事
異
動
も
ま
た
認
識
の
障
害
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
ッ
ク
が
挙
げ
て
い
る
一
八
％
と
い
う
数
字
か
ら
想
像
さ
れ
る
以
上
に
、
官
職
に
つ
い
て

い
る
貴
族
の
数
は
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
地
方
の
大
多
数
の
貴
族
は
俸
給
を
副
収
入
源
と
し
て
頼
り
、
煙
草
の
専
売
品
保
管

販
売
係
官
や
治
安
判
事
、
収
税
吏
℃
震
8
導
Φ
焉
な
ど
の
下
級
官
吏
に
ま
で
な
っ
た
こ
と
、
他
方
裕
福
な
貴
族
は
独
立
の
喪
失
に
恐
れ
を
抱
き

な
が
ら
も
、
社
会
で
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
願
望
や
権
力
へ
の
志
向
か
ら
宮
職
へ
の
志
向
が
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
人
事
異

動
に
よ
っ
て
地
方
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
フ
ラ
ン
シ
ュ
ロ
コ
ン
テ
の
貴
族
が
出
て
き
た
が
、
逆
に
他
の
地
方
出
身
の
貴
族
官
吏
が
出
現
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
モ
ビ
リ
テ
ィ
が
増
大
し
、
地
方
貴
族
の
撹
絆
か
ら
フ
ラ
ン
ス
貴
族
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
七
月
革
命
後
の
官
職
志
向
の
落
ち
込
み
は
べ
ヅ
ク
の
挙
げ
て
い
る
数
字
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
表
3
の

ヒ
ッ
グ
ズ
の
挙
げ
た
数
字
と
の
格
差
も
か
な
り
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
貴
族
の
宮
職
志
向
は
七
月
革
命
後
も
顕
著
に
は

変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ヒ
ッ
グ
ズ
、
ブ
ル
戸
が
明
ら
か
に
し
た
マ
イ
ナ
ー
な
官
職
に
も
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
貴
族
の
存
在
は
、

名
望
家
と
し
て
の
権
勢
維
持
の
た
め
の
官
職
へ
の
依
存
以
前
に
、
貴
族
と
し
て
の
体
面
維
持
の
た
め
に
官
職
を
必
要
と
す
る
貴
族
の
存
在
を
教

え
て
い
る
。

　
以
上
、
貴
族
の
国
家
か
ら
の
自
立
面
だ
け
で
な
く
、
国
家
へ
の
依
存
と
い
う
面
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
公
平
で
は
な
く
な
る
。
こ

れ
に
は
意
識
の
上
で
の
変
化
、
近
代
国
家
へ
の
貴
族
の
適
合
、
統
合
と
い
う
面
も
伴
っ
て
い
た
。
ブ
ル
ロ
は
「
宮
吏
化
」
は
国
王
へ
の
奉
仕
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

国
家
へ
の
奉
仕
の
混
同
に
よ
っ
て
も
助
長
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
一
八
三
〇
年
の
ブ
ル
ボ
ン
王
家
の
亡
命
の
後
も
こ
の
「
官
吏
化
」

の
傾
向
は
曲
げ
ら
れ
ず
、
第
二
帝
政
下
に
再
び
進
行
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
王
へ
の
奉
仕
と
国
家
へ
の
奉
仕
の
区
別
の
意
識
が
貴
族
の
問
で

も
成
長
し
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
マ
ー
ル
も
、
正
統
王
朝
派
の
君
主
個
人
へ
の
執
着
は
愛
国
主
義
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
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つ
た
と
し
、
七
月
革
命
後
フ
ラ
ン
ス
を
離
れ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
に
加
わ
っ
た
正
統
王
朝
派
の
青
年
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
戦
う
必
要
の
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

を
条
件
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
の
貴
族
と
の
つ
な
が
り
で
い
え
ば
、
国
家
へ
の
奉
仕
と
い
う
共
通
の
接
点
を

通
し
て
、
新
旧
貴
族
が
溝
を
う
め
て
い
き
、
貴
族
相
互
扶
助
協
会
が
掲
げ
る
よ
う
な
「
真
の
貴
族
」
の
基
準
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
軍

人
と
し
て
の
伝
統
に
忠
実
な
フ
ラ
ン
ス
貴
族
が
、
多
く
の
血
を
な
が
し
た
第
一
次
大
戦
の
戦
闘
に
よ
っ
て
全
国
的
統
一
へ
の
貴
族
の
賛
同
が
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ま
っ
た
」
後
に
相
互
扶
助
協
会
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

エ9世紀フランスの貴族と近代国家（上垣）

①
　
b
軌
黛
§
罫
ぎ
ミ
塁
碕
や
℃
唱
マ
一
9
一
〇
ミ
…
ρ
な
お
、
筆
者
の
問
い
合
わ
せ
に
対

　
し
て
相
互
扶
助
協
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
資
料
も
参
照
し
た
。
同
協
会
は
一
九
ゴ
ご

　
年
に
創
設
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
最
大
の
団
体
で
、
一
九
六
七
年
に
公
益
団
体

　
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
『
貴
族
辞
典
』
は
、
こ
の
協
会
の
出
版
物
で
は
な
い

　
が
、
歴
史
家
シ
ョ
ー
シ
ナ
ン
同
ノ
ガ
レ
も
一
文
を
寄
せ
て
お
り
、
権
威
の
あ
る
辞

　
典
と
思
わ
れ
る
。

②
　
一
七
八
九
年
の
貴
族
身
分
の
バ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ
選
挙
集
会
で
の
選
挙
人
の
推
定
値

　
も
こ
れ
と
近
い
二
万
六
千
家
族
と
な
る
。
シ
ョ
ー
シ
ナ
ン
u
ノ
ガ
レ
の
説
に
は
貧

　
乏
貴
族
の
存
在
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
メ
イ
エ
ル
の
批
判
が
あ
る
。
シ
ョ
ー

　
シ
ナ
ン
u
ノ
ガ
レ
に
よ
る
と
カ
ピ
タ
シ
オ
ン
を
免
除
さ
れ
た
貴
族
も
た
し
か
に
一

　
部
に
い
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
消
失
の
運
命
に
あ
る
最
も
貧
し
い
貴
族
で
あ
る
と

　
さ
れ
る
。
Ω
蚤
露
ω
。
。
ぎ
国
鼠
－
署
O
σ
q
曽
O
戸
O
特
。
鼠
黛
幽
◎
◎
”
で
や
．
⇔
？
ご
置
こ
《
ピ
、
㊦
勲
Φ
9
跨

　
居
σ
一
一
一
駄
「
Φ
似
冨
識
昌
O
o
一
．
〉
訂
。
一
〇
昌
閃
£
一
議
o
y
宣
b
鏑
§
、
畠
謹
ミ
跨
黎

　
等
』
全
b
。
路
一
①
雪
ヨ
。
《
。
5
卜
斜
§
ミ
題
給
誉
ミ
ミ
鷲
昏
、
．
愚
ε
ミ
§
ミ
、
§
恥

　
（
×
「
、
1
因
ミ
㌧
N
恥
　
恥
軌
雄
鳥
N
鴨
防
）
噛
の
器
ω
巴
ω
∴
巴
、
勺
9
岳
b
一
㊤
O
一
㌧
℃
」
O
ω
■

③
客
霞
。
空
。
。
げ
簿
卯
r
層
愚
し
、
栖
層
や
厳
ご
↓
。
×
協
。
5
愚
」
3
℃
℃
」
。
。
鈎
よ
■

④
円
三
毛
倉
≧
愚
。
ミ
§
讐
唱
．
㊤
・

⑤
＜
旦
⑦
暮
①
サ
。
》
ミ
こ
や
。
。
O
O
．
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
の
著
書
に
は
一
七
八
九
年
の
時
点

　
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
で
は
な
か
っ
た
サ
ヴ
ォ
ワ
、
ニ
ー
ス
、
ヴ
ナ
ス
ク
伯
爵
領
の

　
三
地
方
の
貴
族
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
貴
族
に
は
こ
れ
ら
の

　
地
方
出
身
の
貴
族
が
含
ま
れ
て
お
り
、
比
較
に
は
む
し
ろ
適
し
て
い
る
。
ま
た
こ

　
れ
ら
の
地
方
の
貴
族
を
あ
わ
せ
て
も
革
命
前
で
数
百
程
度
で
あ
り
、
数
値
に
大
き

　
な
影
響
は
与
え
な
い
。

⑥
＜
9
。
簿
ρ
。
》
鼠
走
や
。
。
O
O
…
じ
σ
話
ざ
ρ
o
》
ミ
こ
戸
押
℃
「
b
。
一
伊
な
お
帝

　
政
貴
族
に
つ
い
て
は
、
費
族
と
し
て
の
価
値
を
も
た
な
く
な
っ
た
と
し
て
大
蚤
の

　
一
代
限
り
の
「
騎
士
」
の
爵
位
を
最
初
か
ら
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
計
算
に
入
れ
て
い
な

　
い
。
な
お
こ
の
「
騎
士
」
の
爵
位
を
受
け
た
家
族
を
す
べ
て
含
め
る
と
、
帝
政
の

　
新
貴
族
は
二
四
〇
〇
に
な
る
（
帝
政
期
の
授
爵
総
数
と
受
壷
者
の
う
ち
の
平
民
の

　
割
合
か
ら
ω
恥
①
ω
X
O
．
刈
◎
。
と
計
算
。
ご
つ
の
数
字
は
↓
三
色
α
■
≧
§
o
ミ
§
曜
署
・

　
㊤
し
。
”
り
“
に
よ
る
。
）

⑦
目
①
邑
。
さ
§
．
ミ
こ
℃
■
。
。
9
b
釣
§
智
ぎ
ミ
跨
黎
℃
b
5
。
「

⑧
9
」
艮
『
o
身
。
鉱
8
℃
碧
Ω
伽
『
p
a
U
。
ヨ
δ
匿
器
、
題
謹
守
、
乙
防
馬
ミ
9

⑨
　
〉
鼠
。
話
8
、
§
凸
職
馬
二
や
δ
。
。
．

⑩
　
じ
σ
二
一
〇
ρ
o
》
愛
馬
・
・
け
ド
℃
勺
・
一
8
卜
Q
O
I
悼
N
b
。
一
9
帝
政
に
よ
っ
て
叙
爵
さ
れ
た

　
平
民
は
一
〇
六
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
一
九
世
紀
末
に
は
二
二
家
に
減
っ

　
て
お
り
、
独
身
と
晩
婚
に
よ
る
子
供
の
数
の
少
な
さ
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
復
古

　
王
政
の
新
氏
族
は
わ
ず
か
二
二
で
あ
り
、
一
九
世
紀
の
う
ち
に
は
墨
家
が
断
絶
、

　
あ
る
い
は
断
絶
の
運
命
に
あ
っ
た
。
七
月
巫
政
は
こ
の
地
方
に
は
新
貴
族
を
全
く
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生
ま
な
か
っ
た
。
奪
ミ
い
℃
唱
．
峯
『
ふ
一
、
お
◎
。
1
り
、
誌
伊
b
Ω
題
．
革
命
期
・
帝
政
期
に

　
お
け
る
費
族
家
族
の
減
少
を
実
証
的
に
検
討
し
た
研
究
は
他
に
、
ア
ギ
ュ
ロ
ソ
の

　
ヴ
ァ
ー
ル
県
の
研
究
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
七
八
九
年
春
二
三
五
あ

，
つ
た
貴
族
家
門
の
う
ち
、
三
五
が
一
八
○
○
年
に
は
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
地
方
に
も
見

　
い
だ
さ
れ
ず
、
八
五
・
一
％
の
存
続
率
と
な
る
。
こ
の
地
方
で
は
革
命
前
の
ツ
ー

　
ロ
ン
な
ど
の
罵
・
港
に
い
た
貴
族
の
存
在
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
銀
営
二
8

　
＞
σ
q
鼠
ぎ
P
　
卜
黛
ミ
“
8
職
ミ
恥
“
鳶
℃
δ
驚
ミ
馬
焼
ミ
驚
ミ
鳶
§
“
N
§
§
ミ
ミ
§
§

　
ミ
涛
ぎ
鼻
ミ
§
℃
憎
㊤
誌
。
。
㌧
一
ミ
9
℃
℃
■
謡
①
ー
メ

＠
国
務
院
、
会
計
検
査
院
、
外
交
官
、
収
程
主
翼
鳳
8
く
三
園
σ
q
α
二
二
黄
将
校

　
な
ど
の
特
定
の
官
職
に
お
け
る
貴
族
の
割
合
は
大
き
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
八

　
○
○
年
か
ら
六
五
年
に
か
け
て
の
べ
ご
七
二
人
の
収
税
士
官
の
う
ち
、
一
七
％
が

　
假
貴
族
で
、
新
貴
族
も
含
め
る
と
三
四
％
と
な
り
、
他
に
「
外
見
の
貴
族
」
が
三

　
二
名
（
一
二
％
）
い
た
。
勺
㌔
男
℃
貯
窪
皇
《
ω
o
覧
血
貫
一
叡
ω
貯
ヨ
三
9
霧
。
け
。
苧

　
8
σ
q
田
旨
一
〇
ω
鱒
口
器
簿
茜
ま
α
q
一
〇
℃
o
舞
一
”
9
♪
8
0
器
一
〇
昌
碧
隈
8
ま
畠
。
コ
ω
儒
0
8
ヨ
マ

　
＄
σ
一
〇
ω
望
葱
鼠
①
弩
ω
二
部
野
臥
m
o
嬬
℃
昏
二
。
y
一
昌
謹
ミ
馬
恥
動
塁
鴨
ミ
8
℃
ワ
ω
o
。
学
b
。
．

　
一
八
四
八
～
一
八
七
〇
の
間
の
参
謀
本
部
の
将
校
で
一
一
一
9
6
（
旧
貴
族
は
一
八
％
、

　
他
に
「
自
称
貴
族
」
が
一
二
％
。
以
下
も
同
じ
順
）
、
騎
兵
将
校
で
一
九
％
（
一

　
六
％
、
八
％
）
を
占
め
て
い
た
。
。
。
費
α
q
。
≦
鑓
す
ヨ
ω
⑦
§
雷
b
隠
G
。
鳶
防
恥
塁

　
§
亀
山
器
、
§
禽
酔
恥
§
物
音
駄
婁
ミ
晋
ミ
涛
奪
帥
（
ミ
蔚
袋
恥
馬
こ
馬
恥
題
ミ
ミ
尊
｝
愚
篤
誉

　
い
ε
ρ
お
『
◎
。
、
℃
℃
・
①
ω
倉
①
①
◎
。
”
①
認
◆
第
二
帝
政
期
に
知
事
に
任
命
さ
れ
た
貴
族

　
は
新
旧
あ
わ
せ
て
延
べ
八
八
名
（
四
〇
％
）
い
た
。
切
。
ヨ
p
a
ビ
。
9
曾
。
簿

　
く
貯
8
無
≦
ユ
σ
q
簿
b
卜
携
憾
慢
爵
騎
臨
“
曾
8
リ
ミ
奪
｝
愚
執
蚕
℃
碧
β
一
り
圃
ω
噛
℃
℃
．

　
。
。
ω
ム
・
収
録
さ
れ
て
い
る
リ
ス
ト
か
ら
未
完
了
の
費
族
を
の
ぞ
き
、
旧
貴
族
は
少

　
な
く
と
も
三
五
名
（
一
六
％
）
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
国
務
院
土
棚
官
に
つ

　
い
て
は
、
第
二
帝
政
下
、
全
体
で
一
一
九
名
の
な
か
で
新
旧
の
貴
族
が
あ
わ
せ

　
て
三
〇
名
（
二
五
・
二
％
）
で
そ
の
う
ち
帝
政
貴
族
と
旧
貴
族
は
同
数
の
一
五
名

　
（
そ
れ
ぞ
れ
一
二
・
六
％
）
で
あ
っ
た
。
＜
貯
8
暮
≦
『
h
σ
Q
耳
「
卜
恥
○
ミ
“
恥
ミ

　
へ
h
～
ミ
亀
～
窃
謄
晦
ミ
ミ
ミ
肉
ミ
S
凱
鳶
’
憎
p
篠
ω
し
竃
斜
℃
や
⊆
【
鴎
1
①
9
な
お
、
エ
リ
ー

　
ト
の
な
か
の
費
族
の
重
要
性
は
柴
田
朝
子
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
一
九

　
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
等
教
育
の
役
割
」
『
史
論
』
一
ご
五
号
　

一
九
八
二
年
・
。

⑬
月
F
切
。
。
犀
欝
言
芝
・
潮
。
ぎ
§
：
3
毛
似
9
し
り
メ

⑭
頸
σ
q
σ
q
ω
．
魯
．
9
澄
電
話
器
ム
噛

⑯
ゆ
量
o
r
§
．
運
脚
幹
㌍
罵
．
ω
O
。
。
”
ω
。
。
。
。
誌
O
。
。
．

⑯
き
ミ
・
・
葭
』
も
・
お
q
・
U
鴛
鶯
p
a
・
《
乞
。
σ
奮
器
y
や
ざ
9
正
統
王
朝
派
と

　
ナ
シ
コ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
七
月
王
政
期
の
自
由
正
統
王
朝
派
と
ナ
シ

　
ォ
ン
」
『
史
林
』
七
〇
巻
五
号
　
一
九
八
七
年
九
月
を
参
照
の
こ
と
。
パ
リ
の
大

　
貴
族
に
つ
い
て
調
査
し
た
ド
マ
ー
ル
は
外
国
雪
辱
と
の
結
婚
は
非
常
に
少
な
く
、

　
革
命
期
と
亡
命
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
す
ぎ
れ
ば
、
国
属
感
情
は
強
化
さ
れ
た
よ
う
に

　
見
え
る
と
し
、
仮
説
的
と
断
り
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
大
貴
族
は
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統

　
の
な
か
に
投
錨
地
を
求
め
た
と
述
べ
て
い
る
。
《
魯
ρ
鼠
9
y
℃
勺
・
。
。
罰
。
。
・

⑰
引
用
箇
所
は
貴
族
相
互
扶
助
協
会
の
資
料
か
ら
。
な
お
、
貴
族
の
「
官
吏
化
」

　
は
愛
国
主
義
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
費
族
の
職
業
意
識
に
変
化
を
も
た
ら

　
し
、
功
績
主
義
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
価
値
の
内
在
化
が
生
じ
た
と
ブ
ル
ロ
は
論

　
じ
て
い
る
。
亡
命
貴
族
で
ユ
ル
ト
ラ
で
あ
る
9
p
ユ
。
。
・
目
頭
凱
窪
ユ
。
い
。
冨
望
の
、

　
「
人
間
は
働
く
こ
と
に
よ
，
っ
て
し
か
幸
福
に
な
れ
な
い
」
（
帝
政
期
の
文
書
と
思
わ

　
れ
る
）
と
い
う
言
葉
．
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
良
の
例
は
正
統
王
朝
派
の
貴

　
族
が
与
え
て
お
り
、
し
か
も
、
七
月
革
命
直
後
に
辞
職
し
た
後
も
、
子
供
に
は
官

　
僚
と
し
て
成
功
で
き
る
能
力
を
示
す
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
。
し
ゅ
話
一
〇
頑
愚
．
ミ
ニ

　
戸
再
往
・
峯
い
お
弘
忠
、
G
。
①
り
－
圃
9
ド
マ
ー
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
起
源
の
貴
族
に
と

　
っ
て
、
出
世
と
は
高
官
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
学
業
に
励
む
必
要
性

　
が
増
大
し
た
と
述
べ
、
例
と
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
友
人
で
あ
る
囚
曾
σ
Q
。
ユ
醸
が

　
七
月
革
命
後
、
理
工
科
学
校
を
辞
め
た
こ
と
を
生
涯
後
悔
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ

　
て
い
る
。
U
窪
∋
碧
鼻
《
客
〇
三
霧
。
。
o
y
℃
℃
．
り
り
占
O
O
・
ま
た
官
僚
制
度
の
面
か
ら

　
言
え
ば
、
売
官
制
は
廃
止
さ
れ
た
は
ず
な
の
に
、
官
職
売
買
の
慣
行
が
な
お
七
月
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王
政
期
に
は
一
部
に
残
っ
て
い
た
こ
と
や
、
競
争
試
験
に
よ
る
官
吏
任
用
試
験
が

行
な
わ
れ
て
い
た
職
種
や
、
学
位
な
ど
を
必
要
と
す
る
職
種
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、

情
実
や
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
任
官
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

9
・
9
三
。
。
ε
喜
。
0
1
7
餌
二
。
句
』
携
葎
§
§
奇
ミ
§
ミ
鼠
、
塁

暴
馬
亀
魯
ミ
℃
p
『
一
ρ
一
〇
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P
℃
や
ω
Q
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一
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一
Q
Q
り
一
㊤
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ミ
N
魔
ミ
越
武
毎
い

お
　
わ
　
り
　
に
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フ
ラ
ン
ス
革
命
期
か
ら
帝
政
期
に
か
け
て
の
苦
難
の
体
験
に
育
ま
れ
た
、
王
党
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
治
的
信
条
が
触
媒
と
な
っ
て
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

貴
族
の
間
の
統
合
が
進
み
、
旧
貴
族
の
間
で
の
平
等
が
進
展
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
集
団
の
外
、
す
な
わ
ち
平
民
に
対
す
る
偏
見

と
、
さ
ら
に
は
帝
政
の
新
貴
族
へ
の
偏
見
を
伴
っ
て
お
り
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
含
め
た
エ
リ
ー
ト
の
融
合
だ
け
で
な
く
新
株
貴
族
の
融
合

に
障
害
と
な
っ
た
。
党
派
性
と
い
う
政
治
面
で
の
近
代
性
は
貴
族
と
い
う
集
団
の
統
合
を
一
方
で
は
進
め
な
が
ら
、
エ
リ
ー
ト
の
分
裂
を
ひ
き

お
こ
し
、
七
月
革
命
の
要
因
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
は
十
分
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
君
主
政
の
社
会
的
な
基
礎
を
掘

り
崩
し
、
ひ
い
て
は
共
和
政
の
成
立
と
定
着
に
手
を
貸
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
貴
族
の
家
の
財
産
の
水
準
は
一
様
で
な
く
、
大
貴
族
か
ら
富
裕
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
変
わ
ら
な
い
程
度
の
貴
族
ま
で
い
た
が
、
す
く
な

く
と
も
一
九
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
は
最
も
富
裕
な
層
で
は
貴
族
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
七
月
革
命
が
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
身
分
闘
争
で
あ
る
と

同
時
に
階
級
闘
争
と
し
て
当
時
の
知
識
人
に
映
っ
た
の
は
一
定
の
根
拠
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
貴
族
の
富
は
貴
族
の
国
家
か
ら
の
自
立
を
可

能
に
し
、
七
月
革
命
後
も
名
望
家
と
し
て
社
会
的
に
影
響
力
を
保
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
自
立
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

貴
族
の
体
面
を
傷
つ
け
な
い
生
活
を
送
る
た
め
に
も
、
官
職
志
向
は
大
き
く
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
近
代
国
家
へ
の
貴
族
の
統
合
を
論
じ
る
場
合
、
結
局
は
失
敗
に
お
わ
っ
た
帝
政
と
復
古
王
政
の
「
新
旧
エ
リ
ー
ト
の
融
合
」
政
策
よ
り
も
、

富
と
地
方
に
お
け
る
家
名
の
威
信
に
よ
っ
て
貴
族
が
名
望
家
と
し
て
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
本
稿
で
明
ら
か
に

し
た
貴
族
の
　
「
官
吏
化
」
、
そ
し
て
こ
れ
と
関
連
す
る
が
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
と
し
て
の
対
外
戦
争
で
の
従
軍
経
験
な
ど
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
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う
。
こ
の
点
で
、
二
〇
徴
紀
に
で
き
る
貴
族
相
互
扶
助
協
会
が
一
九
世
紀
の
新
貴
族
も
等
し
く
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
国
象

権
力
に
よ
る
承
認
を
そ
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
点
で
は
、
近
世
の
貴
族
制
と
の
類
似
が
あ
る
。
し
か
し
、
協
会
は
国
家
に
よ
っ
て
公
益

団
体
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
r
同
時
に
現
在
で
は
国
家
に
よ
る
貴
族
内
部
の
差
異
化
は
あ
り
え
な
い
。
一
九
世
紀
の
新
貴
族
に
も
広
げ
ら
れ
た

形
で
貴
族
内
部
で
の
平
等
化
が
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
序
論
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
貴
族
の
近
代
社
会
へ
の
適
合
を
認
め
る
の
が
最
近
の
研
究
の
趨
勢
で
あ
る
。
し
か
も
、
国
家
へ
の

奉
仕
、
功
績
主
義
、
教
育
志
向
、
商
工
業
活
動
な
ど
は
、
程
度
の
差
は
別
に
し
て
も
、
一
八
世
紀
の
貴
族
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

族
身
分
の
平
等
化
も
し
く
は
民
主
化
志
向
さ
え
も
一
八
世
紀
に
す
で
に
存
在
し
た
。
貴
族
が
「
公
式
の
エ
リ
ー
ト
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
近
代
化
の
要
素
が
革
命
前
に
存
在
し
て
い
た
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
党
派
性
と
い
う
政
治
の
面
で
の
近
代
性
が
旧

貴
族
を
襲
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
正
統
王
朝
派
が
一
九
世
紀
前
半
で
は
、
共
和
派
を
別
に
す
れ
ば
最
も
政
党
ら
し
い
組
織
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
窟
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
八
世
紀
と
の
違
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
成
長
し
、
よ
り
徹
底
し
た
近
代
化
を
推
進
す
る
勢
力
と
し

て
台
頭
し
、
一
八
三
〇
年
以
降
は
権
力
を
掌
握
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
貴
族
は
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
近
代
性
と
は
別
の
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

求
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
一
九
世
紀
に
貴
族
は
「
新
た
に
創
出
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

①
　
身
分
内
平
等
意
識
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴
族
を
研
究
し
て
い
る
小
山
哲

氏
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。

②
　
Ω
蚕
霧
繊
奉
巳
－
乞
。
σ
Q
p
『
簿
」
o
℃
■
o
腕
f
℃
．
鎗
．

③
「
新
た
に
創
出
さ
れ
た
貴
族
」
き
三
窃
・
。
o
屯
営
魯
ま
。
が
ブ
ル
ロ
の
著
書
の
題

名
で
あ
る
。
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La　noblesse　frangaise　et　1’Etat　moderne　au　XIXe　siecle

par

UEGAKI　Yutal〈a

　　C’eSt　depロiS　leS　ann6eS’80　que　la　nOb王eSSe　franGaise　du　XIXe　SiさC王e　a

fait　vraiment　1’objet　de　Ia　recherche　historique．　Parmi　plusieurs　travaux

sur　ce　sujet，1’ceure　de　David　Higgs（1987）est　digne　d’interet．　David

Higgs　s’est　efforc6　dans　une　syntさse　de　donner　une　id6e　consistante　des

nobles　au　XIXe　siさcle．　Les　r奄sultats　sont　pourtant　pr6matur6s　et　non

sans　d6faut；particuliさment　ses　conclusions．concernant　les　relations　entre
　　　　　　　　　　　　　　ノ
Ies　nob王es　et　1，Etat　issue　de　la　R6volution　et　de　1’Empire　ne　sont　pas

bien　convaincantes．

　　D’une　part，　Higgs　a　insist6　sur　rimportance　de　r《amalgame》，　a　savoir

la　fusion　des　deux　types　de　nobless：noblesse　d’Ancien　R6gime　et

noblesse　d’Empire．　La　politique　pratiqu6e　par　rEmpire　et　la　Restauration

pour　favoriser　cette　fusion　ou　cette　conciliation　n’obtint　pas王es　r6suitats

escompt6s．　D，autre　part，　cette　politique，　qui　6tablit　de　nouveau　des

distinctions　au　sein　de　la　noblesse　ancienne，　alla　contre　1’6vo至ution　en

faveur　de　1’unification　de　cette　meme　noblesse　ancienne，　ph6nomさne

d6couvert　par　Claude－Isabelle　Brelot　en　Franche－Comt6．

　　Ensuite，　i1　faut　consid6rer正a　multiplication　des《faux　nobles》surtout

aprさs　1830，　colnme　un　signe　d’autonomie　ou　de　recrutement　par　coopta－

tion　de　ia　noblesse　et　en　troisiさme　lieu，　Higgs　a　sous－estim61a　richesse

des　descendants　de　Ia　noblesse　ancienne　et　surtout　leur　capacit6　a

s’adapter　ti　la　soci6t色modeme。　La　survie　et　le　maintien　du　staut　social

n’est　pas　seulement　le　fait　des　plus　grandes　dynasties，　qui　ne　furent

jamais　6cart6es　du　centre　du　pouvoir　po互itique．

　　Enfin，．　si　Ia　noblesse　s’int6gra　peu　a　peu　dans玉e　courant　du　XIXe
　　　　　　　　　ダ
siさcle　a　rEtat　moderne，　cela　est　moins　d負ala　politique　envers　les

nobles　poursuivie　par　l’Empire　et　la　Restauration　qu’aleur《fonction－

narisation》　（Brelot）et　b　leur　exp6rience　des　guerres　ext6rieures．

（656）




